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第１章  計画策定の趣旨   

 

１  計画策定の趣旨                                 

  本市は、令和６年度を初年度とする「第２次滝沢市総合計画」を策定し、「やさしさに

包まれた滝沢」の実現を目指した取組を進めることとしています。  

  また、「滝沢市人口ビジョン」、「第３期滝沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、

「第２次滝沢市総合計画」の施策を基本とし、人口減少対策として「自分らしい子育て

の実現」、「定住、転入を促す」、「市への愛着の醸成と若者が活躍できる」、「高齢者が生

きがいを持ちいきいきと暮らす」ための取組を総合計画と一体となり進めることとして

います。  

  そのような中、わが国では、平成２３年３月に発災した東日本大震災や毎年発生する

大雨災害など、「想定外」ともいえる大規模自然災害による被害が発生しているのが現状

です。 

  このことから、国の「国土強靭化基本計画」及び岩手県の「岩手県国土強靭化地域計

画」との調和を図るとともに、近隣市町との連携を強化しながら大規模自然災害が発生

しても「やさしさに包まれた滝沢」の実現に向けた取組が停滞することのない「強さ」

と「しなやかさ」を備えた安全・安心な「滝沢市」の構築するため「滝沢市国土強靭化

地域計画」を策定します。  

 

２  計画の位置付け                                 

  この計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土

強靭化基本法」第１３条に基づき策定するものです。市の施策展開が大規模自然災害に

よって停滞しない、また、早期に再建するための本市における国土強靭関する指針とし

て、第２次滝沢市総合計画及び同計画を踏まえ策定するまち・ひと・しごと創生総合戦

略と整合・調和を図り策定したものです。  

 

３  地域防災計画との関係                              

  本市の地域防災計画として、災害対策基本法に基づく「滝沢市地域防災計画」があり、

風水害、地震災害、火山災害等の災害リスクごとに予防対策、応急対策、復旧・復興対

策について実施すべき事項が定められています。 

  一方、「滝沢市国土強靭化地域計画」は、災害リスクごとに対策を定めたものではなく、

リスク軽減のための、行政機能や地域社会、地域経済など、市全体の強靭化に関する総

合的な指針となります。  

 

４  計画期間                                    

  国のガイドラインを踏まえ、市の最上位計画である第２次滝沢市総合計画との整合性

を図るため、計画期間を策定時から令和１３年度までとします。  
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第２章  基本的な考え方   

 

 本市における強靭化を推進する上での、「基本目標」及び「事前に備えるべき目標」を、

国の国土強靭化基本計画及び岩手県国土強靭化地域計画を踏まえ、次のように定めます。 

 

１  基本目標                                     

 

  いかなる大規模自然災害が発生しようとも、  

（１）最大限人命の保護を図る 

（２）社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される  

（３）市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化が図られる  

（４）迅速な復旧・復興を可能にする  

 

 

２  事前に備えるべき目標                              

 

いかなる大規模自然災害が発生しようとも、  

（１）最大限人命の保護を図る  

（２）救助・救急、医療活動等を迅速に行えるように備える  

（３）必要不可欠な行政機能を維持する  

（４）必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復旧を図る  

（５）制御不能な二次災害を発生させない  

（６）地域社会・経済を迅速に再建・回復する  

 

 

３  基本的な方針                                  

   

国土強靭化の理念を踏まえ、事前防災及び減災、その他迅速な復旧等に資する大規模

自然災害等に備えた本市全域にわたる強靭なまちづくりについて、東日本大震災など過

去の災害から得られた経験を最大限活用しつつ、以下の方針に基づき推進します。 

 

（１）滝沢市強靭化に向けた取組姿勢  

  ・短期的な視点によらず、長期的な視野をもって計画的に取り組みます。 

  ・災害に強い地域づくりを進めることにより、地域の活力を高める視点を持ちます。 

 

（２）適切な施策の組み合わせ 

  ・災害リスクから市民及び訪問者の命を守り、被害を最小限に抑えるため、本市の特

性に合ったハード対策とソフト対策を組み合わせ、効果的に施策を推進します。 

  ・地域における「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、行政と市民が連

携するとともに、民間事業者、関係者相互の連携、協力など役割を分担して取り組
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みます。 

  ・非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効に活用される対

策となるよう取り組みます。 

 

（３）効率的な施策の推進  

  ・人口減少等に起因する市民の需要の変化等を踏まえ、資金の効率的使用により施策

を推進します。  

  ・国、県の施策の積極的な活用、既存の社会資本の有効活用、民間資金の活用等によ

り、効率的かつ効果的に施策を推進します。  

 

（４）滝沢市の特性に応じた施策の推進  

  ・第２次滝沢市総合計画及び第３期滝沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略との調和

を図り、人口減少対策にもつながる地域コミュニティや地域経済の強靭化を推進し

ます。 

 ・女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等に配慮して施策を講じます。 

 ・自然との共生、環境との調和及び景観の維持に配慮します。  
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第３章  地域特性と想定するリスク   

 

１  滝沢市の地域特性                                

 

（１）位置・面積  

   滝沢市は、盛岡市の北西部に位置し、行政区域の規模は、東西約１４㎞、南北約２

０㎞、総面積１８２．４６㎢となっています。  

 

（２）地形  

  北西部に秀峰岩手山（２，０３８ｍ）を抱き、諸葛川、木賊川や巣子川など複数の

河川があり、市内の土砂災害警戒区域等は５８箇所となっています。  

   鉄道として、ＪＲ東日本田沢湖線が市の南部を横断し、市の東部にはＩＧＲいわて

銀河鉄道線が縦断しています。 

また、東北縦貫自動車道が市の中央部を縦断しており、滝沢ＩＣや滝沢中央スマー

トＩＣが設置されています。主要地方道盛岡環状線は、滝沢市内を南北に縦断し、国

道４号、国道２８２号及び国道４６号と連結し、県北地域や青森・秋田鹿角方面と国

道４６号を経由して秋田方面とを結ぶ物流等の主要幹線道路となっており、日交通量

で約２万台の車両が行き交い、大型車の混入率が約２０％で県内においても高い区間

の１つとなっています。  

 

（３）気候  

   滝沢市は、県の内陸部中央に位置し、最高気温と最低気温の差が大きい内陸性気候

を呈し、年間降水量は約１，６００㎜であり、岩手山のある北西部など深雪地帯も含

まれています。また、地域によっては気象状況が大きく異なることも特徴です。 

 

（４）人口  

   滝沢市の人口（住民基本台帳人口）は、令和３年９月の５５，６６９人をピークと

して減少傾向にあります。  

また、高齢化率も増加を続け令和７年１２月末に２８．７３％となっています。  

滝沢市人口ビジョンでは、令和３２年（２０５０年）に人口５０，０００人を維持

することを目標に、人口減少の対策を自然減・社会減の両面から効果的に推進するた

め、「自分らしい子育ての実現」、「定住、転入を促す」、「市への愛着の醸成と若者が活

躍できる」、「高齢者が生きがいを持ちいきいきと暮らす」取組を進めることとしてい

ます。 
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２  対象とする自然災害                               

    

対象とする自然災害は、滝沢市で発生しうる大規模自然災害として、地震、火山噴火、

風水害、土砂災害・豪雨災害、雪害とし、過去の災害を踏まえ、想定される規模・被害

状況を設定します。  

 

 
自然災

害  

過去の主な災害から想定される規模・被害状況等  

〔発生日〕（規模） [被害状況 ] 

（１） 地  震 

東北地方太平洋沖地震＜東日本大震災＞ 〔平成２３年３月１１

日〕 

（Ｍ９．０ 最大震度７） 

［住家・非住家損壊２０７件、大規模停電、燃料供給停滞］ 

（２） 
火山噴

火  

岩手山における  

・山体崩壊〔約６，０００年前〕（大規模な山体崩壊）  

・水蒸気爆発（水蒸気噴火）〔約３，２００年前〕(噴出量１，０

００万㎥ ) 

・山頂噴火〔１６８６年 (貞享３年)〕 (噴出量８，５００万㎥) 

［火山灰、噴石、溶岩流、火砕流、土石流、火山泥流等］ 

（３） 

風水害 

土砂災

害  

豪雨災

害  

 

台風第１９号〔令和元年１０月〕 

期間最大雨量１２２㎜  最大瞬間風速２４．８ｍ /ｓ 

大雨災害〔令和５年８月〕（土砂災害警戒情報、大雨・洪水警報） 

１時間最大雨量６３．０㎜  期間最大雨量７７．５㎜  

［床下浸水２棟］ 

大雨災害〔令和６年７月〕（土砂災害警戒情報、大雨・洪水警報） 

１時間最大雨量４４．０㎜  期間最大雨量１０４㎜  

［１世帯２名孤立（道路通行止）、停電約１８０戸］  

大雨災害〔令和７年８月〕（土砂災害警戒情報、大雨・洪水警報） 

１時間最大雨量２９．０㎜  期間最大雨量１６３ .５㎜ 

［停電約９００戸］  

 

（４） 雪  害 
大雪災害〔平成１７年度〕  

（降雪深  ３５㎝／日  １４６㎝／月） 
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３  起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）                  

   

「第２章  基本的な考え方  ２  事前に備えるべき目標」で設定した６つの目標ごと

に、本市の地域特性を踏まえ、以下の１８項目の「起きてはならない最悪の事態」を設

定します。 

＜事前に備えるべき目標と起きてはならない最悪の事態＞ 

目標１ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、最大限人命の保護を図る 

 

１－１  地震等による建築物の大規模倒壊や火災による死傷者の発生（二次災

害を含む）  

１－２ 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水  

１－３ 大規模な火山噴火・土砂災害等による多数の死傷者の発生  

１－４ 暴風雨（雪）及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生  

１－５  情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識の低さ等による避難行動

の遅れ等で多数の死傷者の発生  

目標２  いかなる大規模自然災害が発生しようとも、救助・救急、医療活動等を迅

速に行えるように備える  

 

２－１ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止  

２－２ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生  

２－３ 自衛隊、警察、消防、医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、

支援ルートの途絶による医療機能の麻痺  

２－４ 被災地における感染症等の大規模発生  

目標３  いかなる大規模自然災害が発生しようとも、必要不可欠な行政機能を維持

する 

 ３－１ 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下  

目標４  いかなる大規模自然災害が発生しようとも、必要最低限のライフライン等

を確保するとともに、早期復旧を図る  

 

４－１  電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止、上下水道等の

長時間にわたる供給停止  

４－２ 地域交通ネットワークの停止  

目標５  いかなる大規模自然災害が発生しようとも、制御不能な二次災害を発生さ

せない 

 

５－１ 市街地での大規模火災の発生  

５－２ 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺  

５－３ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大  

目標６ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、地域社会・経済を迅速に再建・

回復する 

 

６－１ 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態  

６－２ 復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態  

６－３ 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態  
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４  施策分野の設定                                 

  本計画では、後述する脆弱性評価結果を踏まえ、具体的な対応方策を進めるため次の

とおり４つの個別施策分野と２つの横断的分野を設定します。 

 

（１）個別施策分野  

ア  行政機能  

イ  市民生活  

ウ  産業・経済  

エ  社会基盤  

 

（２）横断的分野  

  ア 共創（市民参画） 

  イ 老朽化対策  
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第４章  脆弱性評価   

 

１  脆弱性評価の考え方                               

   

本計画においては、「起きてはならない最悪の事態」を回避するために、第２次滝沢市

総合計画で取り組む施策等について、取組状況や課題を把握し、事態の回避という視点

から分析・評価を行っています。 

  また、縦軸を起きてはならない最悪の事態、横軸を４つの個別施策分野と２つの横断

的分野とし、分野ごとに整理を行いました。 

 

２  脆弱性評価の結果（概要）                            

   

起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価は「資料」（３７ページ）のとおりです。 

  なお、評価結果全体及び６つの目標毎の評価結果の概要は次のとおりです。 

 

（１）全体事項  

  ア ハード対策とソフト対策の適切な組合せ  

    大規模自然災害から市民及び来訪者の命を守り、被害を最小限に留めるためには、

災害時にも機能する交通ネットワークの構築、社会基盤の整備及び建築物の耐震化

等のハード対策と、自主防災組織の育成、防災教育の推進、防災訓練・防災意識の

啓発などソフト対策を組み合わせることが必要です。 

  イ 代替手段等の確保  

    大規模自然災害に対応するためには、施設の耐震性向上だけでは万全ではありま

せん。特に、行政機能が被災すると、その後の災害対策などに大きな影響が生じる

ことから、非常用電源、情報伝達手段及び住民情報システムの整備など、代替機能

の確保や伝達経路の複数化等により、代替性を確保・向上させることが必要です。 

  ウ 官民連携と人材育成の推進  

    大規模自然災害からの迅速な復旧・復興を図るためには、行政内部の連携はもち

ろん、民間事業者や団体等と連携し、それぞれのネットワークを活かしながら、生

命を守り、経済活動を維持しながら、まちの再建を進めることが必要です。また、

このためにも、様々な分野を担う人材育成を進めることが必要です。  

  エ 心のよりどころとなる伝統文化の維持  

    本市には、受け継がれてきた地域固有の伝統文化が数多く残されています。これ

らは、地域に対する「愛着」や「誇り」を生み出すものであり、大規模自然災害の

リスクから伝統文化を守り、次代に引き継ぎながら各種施策を推進することが必要

です。 
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（２）目標ごとの脆弱性評価結果  

目標１ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、最大限人命の保護を図る  

○建物の耐震化の必要性や、耐震診断・耐震化改修支援制度等の周知に努め、耐震化

率を向上させる必要がある。  

○危険な空き家の解体を促すとともに、危険な空き家の発生を未然に防ぐため、効果

的な空き家対策を進める必要がある。 

○狭隘道路の解消など安全な避難路を整備するとともに、安全な住環境の整備のた

め、適正宅地の確保、住宅密集地の解消などを進める必要がある。  

○自主防災組織の支援に取り組むとともに、防災訓練や装備品の充実・強化の支援を

行う必要がある。  

○自主防災組織連絡会議を活用し、地域人材のスキルアップを図るとともに、防災リ

ーダーの養成講座を行うなど、地域の防災力向上を図る必要がある。  

○防災マップの活用を図り、危険個所を事前に把握した上で避難訓練を実施する必

要がある。 

○防災知識の普及啓発及び防災意識を高めるため、大規模災害を想定した防災訓練

等に取り組む必要がある。  

○河川改修事業の早期完了を推進するとともに、増水による浸水想定区域について、

雨量・推移などの情報提供により、被害の低減を図る必要がある。 

○計画的な道路除雪により冬期の交通確保を図るとともに、市民との協力体制を構

築するなど除排雪体制の強化が必要である。  

○公共施設の安全性を確保するため、公共施設等総合管理計画個別施設計画に基づ

き公共施設の適切な維持管理を行う必要がある。  

○学校・家庭・地域等が連携した防災教育の充実を図る必要がある。  

○避難行動要支援者名簿を定期的に更新する必要がある。 

 

目標２ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、救助・救急、医療活動等を迅速

に行えるように備える  

○消防機関との連携強化を進めるとともに、医療機関を含めた消防・救急・救助の体

制整備を進める必要がある。  

○常備消防の体制・装備資機材の充実強化を図るとともに、消防団等との連携により

大規模災害に対応できる組織づくりに取り組む必要がある。  

○自治体間の連携強化に努めるとともに、定期的な訓練の実施などにより、対応力の

向上を図る必要がある。  

○計画的な道路整備を進めるとともに、構造物、電柱等についても、災害時に物流を

妨げないよう配慮する  

○今後も計画的な道路改良・橋梁整備を進めるとともに、アクセス道路の複数化な

ど、孤立集落の発生を軽減する交通ネットワークを構築する必要がある。  

○災害時における医療救護活動を迅速かつ適切に行うため、大規模災害を想定した

防災訓練等に取り組む必要がある。  
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○消防団員確保に努めるとともに、自主防災組織等、地域住民の協力により、防災力

強化に取り組む必要がある。  

○医師と保健師が連携し、避難住民に対する相談・指導により感染症等の発生を抑制

するとともに、不安感の軽減を図る必要がある。  

○他自治体等との広域連携及び民間事業者等と連携し、災害廃棄物やし尿処理の処

理体制を整え、感染症等の発生を抑制し、衛生環境の確保を図る必要がある。  

○被災後の支援ルートの確保とともに、人員・物資を輸送する交通ネットワークを、

市民をはじめ関係機関と連携しながら整備する必要がある。  

○民間事業者等との物資調達協定の締結や、観光客などの来訪者の避難対応に関す

る協定の締結など災害時の連携体制を構築する必要がある。  

 

目標３ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、必要不可欠な行政機能を維持

する 

○庁舎等の適切な維持管理に努めるとともに、非常用発電設備の整備、情報収集・発

信手段の強化など、災害拠点としての機能強化を図る必要がある。  

○災害時に重要業務を継続するため、業務継続計画の見直しを随時行う必要がある。 

○市民データについては、ガバメントクラウド上でのシステム運用により災害時の

データ復旧体制は確保されたが、今後避難場所等での行政データ利用環境の確保

等について強化していく必要がある。  

〇各種行政文書を含む行政データ全体についても、市民データと同様にクラウド上

での運用・保存と避難場所等での行政データ利用環境の確保等について強化する

必要がある。  

 

目標４ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、必要最低限のライフライン等

を確保するとともに、早期復旧を図る  

○情報提供体制の充実を図るとともに、防災拠点の被災を想定した伝達体制の整備

を進める必要がある。また、情報通信施設が停止した場合を想定した被災情報の収

集体制を構築する必要がある。  

○企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）策定を促す必要がある。  

○再生可能エネルギーは、災害時に自律的なエネルギーとなることが期待されるた

め、施設や地域特性に応じた普及・導入を進める必要がある。  

○女性や高齢者、障がい者が活躍できる、既存の就業形態にとらわれない雇用の創出

により企業等が災害時に対応できる人員体制を確保する必要がある。  

○面積が広く、集落が点在しているため、路線バス事業者だけに限定せず、タクシー、

貸切バス事業者等も含めた公共交通体制整備が必要である。  

○上下水道施設の老朽化及び長寿命化に係る適切な整備を図る必要があるととも

に、耐震化を考慮した改築・更新を進める必要がある。また、水源の確保に取り組

む必要がある。  
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目標５ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、制御不能な二次災害を発生さ

せない 

○消防団員確保に努めるとともに、自主防災組織等、地域住民の協力により、防災力

強化に取り組む必要がある。（目標２から再掲） 

○狭隘道路の解消など安全な避難路を整備するとともに、安全な住環境の整備のた

め、適正宅地の確保、住宅密集地の解消などを進める必要がある。（目標１から再

掲） 

○自主防災組織の支援に取り組むとともに、防災訓練や装備品の充実・強化の支援を

行う必要がある。（目標１から再掲）  

○農林業の後継者の確保・育成や、担い手への農地集約化など、災害発生後も農林業

が継続する体制を確立させる必要がある。  

○観光や文化の面から農村資源を活用し、地域全体の付加価値の向上により、農地や

森林資源の維持を図ることが必要である。  

 

目標６ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、地域社会・経済を迅速に再

建・回復する  

○大量に発生することが予想される災害廃棄物を迅速に処理する災害廃棄物処理方

針は定まっており、今後関係機関とも連携して処理体制を構築することが必要で

ある。 

○社会福祉協議会等との連携を強化し、復旧・復興にかかる被災者の需要を調整しな

がら、早期に地域社会や経済が再建できる体制を構築する必要がある。  

○平時から、保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点施設、小学校等の連携を強

化して、災害時においても保護者が気軽に相談できる体制整備が必要である。  

○心の豊かさをもたらし、人との交流機会となる、芸術・文化・スポーツ等の振興に

より、災害時に必要となる人のつながりを平時から築く必要がある。  

○本市の自然、歴史、先人を学び、郷土に対する誇りと愛着を育むとともに、地域に

貢献する人材の育成を図る必要がある。  

○市民をはじめ、産・学・金などと行政が連携し、民間の力を活用しながら、持続可

能な地域づくりを進める必要がある。  

○事前防災対策の推進や被災後の復旧・復興を円滑に実施するためには、土地境界を

明確にする地籍調査の更なる推進を図る必要がある。  
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第５章  脆弱性評価結果に基づく対応方策   

 

 第４章の２で示した脆弱性評価の結果を踏まえ、起きてはならない最悪の事態ごと対応

方策を次のとおりとします。  

 

１  起きてはならない最悪の事態ごとの対応方策                    

 

目標１ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、最大限人命の保護を図る      

 

（１）【１－１】地震等による建築物の大規模倒壊や火災による死傷者の発生（二次災害含

む） 

①公立学校の耐震化  

校舎、屋内運動場の構造部の耐震化は完了しており、避難所としての機能確保・強

化を図る。  

②住宅の耐震化   

   住宅の耐震化を進める。（住宅・建築物安全ストック形成事業）  

②空き家対策の推進  

   危険な空き家の解体の促進、発生の抑止に努める。  

③社会教育施設の耐震化  

   文化施設、スポーツ施設等の耐震化を進める。  

④社会福祉施設の災害対策強化  

   児童福祉施設、障害者施設、高齢者施設等の社会福祉施設における耐震化や非常時

対応設備の整備を進める。  

⑤地域支援体制の強化  

   福祉避難所の体制整備を進める。  

⑥都市機能強化  

   狭隘道路の解消や適正宅地の確保、住宅密集地の解消などを進める。  

⑦都市公園の防災機能強化  

   ・適切な維持管理に努める。（公園施設長寿命化対策支援事業）  

   ・誘導標識等の整備を進める。  

⑧電柱等の倒壊防止  

   ・電線類地中化の検討を進める。  

   ・既存電柱の倒壊防災対策を進める。  

⑨避難行動要支援者名簿の更新  

   定期的な更新を行うとともに、制度の周知・啓発に努める。  

⑩自主防災組織の育成・強化  

   ・自主防災組織の支援に取り組む。  

   ・防災訓練や装備品の充実・強化の支援を行う。  

⑪コミュニティセンター等の防災機能強化  

   ・適切な維持管理に努める。  
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   ・支援制度を活用し機能強化を図る。  

⑫市営住宅の適切な管理  

   ・適切な維持管理に努め、計画的な改修を進める。（公営住宅等整備事業）  

   ・市全体の住宅対策を踏まえ、適切な戸数や配置等について検討を進める。  

⑬道路・橋梁等の適切な管理  

   計画的な維持修繕や改修を進める。  

 

（２）【１－２】異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水  

  ①防災マップの活用  

   防災マップの活用を図り、危険個所を事前に把握した上で避難訓練を実施する必要

がある。  

②農地整備の促進  

   農地整備を促進する。  

③下水道事業計画（雨水）に基づく排水路整備  

   計画的に整備を促進する。  

④河川改修・適切な管理による治水対策  

   ・河川整備を促進する。 

   ・雨量・水位などの情報提供及び監視体制の強化により被害の軽減を図る。  

   ・計画的な維持修繕や改修を進める。  

⑤下水道施設の適切な管理  

   適切な維持管理に努め、岩手県及び岩手県北上川上流流域下水道事務所との連携を

図る。 

⑥し尿処理対策  

   し尿収集業者等との連携により、被災地での衛生環境の確保を図る。  

⑦災害廃棄物処理対策  

   他自治体等との広域連携及び関係機関等との連携により、被災地での衛生環境の確

保を図る。  

 

（３）【１－３】大規模な火山噴火・土砂災害等による多数の死傷者の発生  

  ①防災マップの活用（※１－２から再掲）  

   防災マップの活用を図り、危険個所を事前に把握した上で避難訓練を実施する必要

がある。  

②治山事業の促進  

   ・造林や間伐を進める。  

   ・予防治山、地すべり防災などの事業を促進する。  

③砂防施設の整備等による土砂災害対策 

   ・土砂災害対策施設の整備  

   ・土砂災害警戒区域等を市民に周知することにより、早期の避難を促す。  

   ・適切な土地利用の誘導、土砂災害警戒区域等の対策工事などを進める。  

   ・がけ地近接等危険住宅移転事業などにより、危険住宅の移転を進める。  
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④公共施設の管理  

   ・土砂災害警戒区域内の公共施設を調査し、公共施設等総合管理計画個別施設計画

に盛り込む。  

   ・国土強靭化計画との整合性を図る。  

 

（４）【１－４】暴風雨（雪）及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生  

  ①関係機関との連携強化  

   ・関係機関との連携強化を図る。  

   ・地域住民や自治会等との協力体制の整備を進める。  

②除雪体制の強化  

   市民との協力体制を構築するなど、体制強化を図る。  

③交通対策の強化  

   交通機能と市民生活を維持するための取組を進める。  

④連絡体制の強化  

孤立の恐れがある集落の連絡体制を強化する。  

 

（５）【１－５】情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識の低さ等による避難行動の遅

れ等で多数の死傷者の発生  

  ①多様な情報伝達手段の確保  

   防災行政無線だけでは限界がある情報伝達手段について、多様な情報伝達手段の確

保を図る。 

②防災リーダー等地域人材の養成 

   ・自主防災組織連絡会議を活用しスキルアップを図る。  

   ・必要に応じ研修を行うなど、地域の防災力向上を図る。  

③防災教育の推進  

   学校・家庭・地域等が連携した防災教育を進める。  

④避難困難者への対応強化  

   高齢者、障がい者、難病患者、外国人等、これまで以上に要支援者対策を強化する。  

⑤地域情報化の推進  

   ・光ケーブルの維持管理を行い、インターネット通信を確保する。  

   ・地域情報アプリ、地域ＳＮＳを活用し情報の発信を図る。  

 

目標２ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、救助・救急、医療活動等を迅速に 

   行えるように備える                             

 

（１）【２－１】被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止  

  ①災害時応援協定等の締結  

   連携強化に努めるとともに、対応力の向上を図る。  

②避難所の備蓄・設備強化  

   備蓄食料や小型発電機等を計画的に配備する。  
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③物資調達協定等の締結  

   社会状況の変化を踏まえ、事業者と連携を深める。  

④幹線道路整備の促進  

   ・計画的な整備を進める。  

   ・道路構造物、電柱等についても、災害時に物流を妨げないよう配慮し整備を進め

る。 

⑤避難訓練の実施  

   防災知識の普及啓発及び防災意識を高めるため、防災訓練等に取り組む。  

⑥上下水道の適切な管理  

   適切な維持管理を行うとともに、計画的な改修を進める。  

 

（２）【２－２】多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生  

  ①連絡体制の強化（※１－４から再掲） 

   孤立の恐れがある集落の連絡体制を強化する。  

②道路ネットワークの構築  

   ・計画的な改良を進める。  

   ・アクセス道路の複数化など道路ネットワークを整備する。  

③ヘリ発着所の確保  

   ヘリコプターによる救助に備え、発着場所の確保を進める。  

④移住・定住の促進  

   若年層の移住・定住促進を図り、地域コミュニティを維持する。  

⑤避難行動要支援者名簿の更新（※１－１から再掲） 

   定期的な更新を行うとともに、制度の周知・啓発に努める。  

⑥道路・橋梁等の適切な管理（※１－１から再掲） 

   計画的な維持管理や改修を進める。  

 

（３）【２－３】自衛隊、警察、消防、医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支

援ルートの途絶による医療機能の麻痺  

  ①消防・救急体制の強化  

   ・消防車両をはじめとした資機材の計画的な更新を進める。  

   ・医療機関等を含めた、消防・救急・救助の体制整備を図る。  

   ・消防庁舎の適切な維持管理に努める。  

②地域防災力の強化  

   ・消防団員確保に努める。  

   ・自主防災組織等、地域住民の協力により、防災力強化に取り組む。  

③医療・保健・福祉の連携強化  

   ・医療・保健・福祉の関係機関が平時から情報共有を図り、地域災害医療体制の確

立に向けた検討を進める。  

④広域医療体制の構築  

岩手県や県央保健所と連携を図り、全国からの派遣医療支援チームの迅速な受け入
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れができるよう、体制の整備を図る。  

⑤健康診査・指導体制の充実  

   健康診査受診率の向上を図り、適切な保健指導の充実に努める。  

⑥性別に配慮した支援  

   ・性別の違いを認識し、お互いを尊重する意識啓発に取り組む。  

   ・相談体制の充実を図る。  

⑦応急手当講習会等の開催  

   講習会等の開催により、普及・啓発に取り組む。  

⑧都市機能寸断時のバックアップ体制構築  

   電気・水道・通信などの都市機能が寸断したケースを想定し、医療体制を構築する。  

⑨交通ネットワークの形成  

支援ルートの確保とともに、人員・物資を輸送する交通ネットワークを整備する。 

⑩道路・橋梁等の適切な管理（※１－１から再掲） 

   計画的な維持管理や改修を進める。  

 

（４）【２－４】被災地における感染症等の大規模発生  

  ①保健師等による健康管理の強化  

   ・避難者の不安を軽減できるよう県の健康管理マニュアルに沿った健康管理に努め

る。 

   ・手洗い等衛生管理の普及啓発とともに、消毒液等衛生資材の確保を図る。  

②し尿処理対策（※１－２から再掲） 

   し尿収集業者等との連携により、被災地での衛生環境の確保を図る。  

③災害廃棄物処理対策（※１－２から再掲） 

   他自治体等との広域連携及び関係機関等との連携により、被災地での衛生環境の確

保を図る。  

 

目標３ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、必要不可欠な行政機能を維持する  

 

（１）【３－１】行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下  

①庁舎の耐震化と機能強化  

   ・適切な維持管理に努める。  

   ・非常用発電設備の整備、情報収集・発信手段の多様化など、災害拠点等としての

機能強化を図る。  

②業務継続計画の策定  

   重要業務を継続するため、業務継続計画を随時見直す必要がある。 

③市民データ・行政データの保全 

 ・市民データについてはガバメントクラウド上での安定的なシステム運用を継続す

るとともに、行政データ全体については、クラウド上へのデータ運用・保存への

移行を検討する。  

 ・災害時の避難場所等における市民データ・行政データ利用環境の確保等を図る。 
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  ④道路・橋梁等の適切な管理（※１－１から再掲） 

   計画的な維持管理や改修を進める。  

 

目標４ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、必要最低限のライフライン等を確  

保するとともに、早期復旧を図る  

 

（１）【４－１】電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止、上下水道等の長時

間にわたる供給停止  

  ①情報の収集・伝達手段の確保・充実  

   ・情報提供体制の充実を図る。  

   ・防災拠点の被災を想定した伝達体制の整備を進める。  

   ・被災情報の収集体制の整備や集約できる体制の整備を進める。  

②民間企業等における事業継続計画の普及  

   制度の趣旨等の普及・啓発により、企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）策定を促す。  

③再生可能エネルギーの導入促進  

   施設や地域特性に応じた普及・導入を進める。  

④労働力の確保と人材育成  

   ・企業と求職者のマッチング機能を高める。  

   ・女性や高齢者、障がい者が活躍できる雇用を推進する。  

⑤社会福祉施設の災害対策強化（※１－１から再掲） 

   児童福祉施設、障害者施設、高齢者施設等の社会福祉施設における耐震化や非常時

対応設備の整備を進める。  

⑥上下水道の適切な管理  

   上下水道の適切な維持管理を行うとともに、計画的な改築・更新を進める。  

 

（２）【４－２】地域交通ネットワークの停止  

①公共交通体制の強化  

   路線バス事業者だけに限定せず、タクシー、貸切バス事業者等も含めた公共交通体

制整備を図る。  

②交通ネットワークの形成（※２－３から再掲） 

   支援ルートの確保とともに、人員・物資を輸送する交通ネットワークを整備する。  

③地域コミュニティの再構築  

   人材不足を相互に補う補完機能の強化を図る。  

④道路・橋梁等の適切な管理（※１－１から再掲） 

   計画的な維持管理や改修を進める。  

 

目標５ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、制御不能な二次災害を発生させない  

 

（１）【５－１】市街地での大規模火災の発生  

  ①地域防災力の強化（※２－３から再掲）  
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   ・消防団員確保に努める。  

   ・自主防災組織等、地域住民の協力により、防災力強化に取り組む。  

②空き家対策の推進（※１－１から再掲） 

   危険な空き家の解体の促進、発生の抑止に努める。 

③都市機能強化（※１－１から再掲） 

   狭隘道路の解消や適正宅地の確保、住宅密集地の解消などを進める。  

④自主防災組織の育成・強化（※１－１から再掲） 

   ・自主防災組織の支援に取り組む。  

   ・防災訓練や装備品の充実・強化の支援を行う。  

 

（２）【５－２】沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺  

①空き家対策の推進（※１－１から再掲） 

   危険な空き家の解体の促進、発生の抑止に努める。 

②都市機能強化（※１－１から再掲） 

   狭隘道路の解消や適正宅地の確保、住宅密集地の解消などを進める。  

③道路・橋梁等の適切な管理（※１－１から再掲） 

計画的な維持管理や改修を進める。  

 

（３）【５－３】農地・森林等の荒廃による被害の拡大  

  ①後継者等の育成  

   ・後継者の確保・育成を進める。  

   ・担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる。  

②農地整備の促進（※１－２から再掲） 

   農地整備を促進する。  

③治山事業の促進（※１－３から再掲） 

   ・造林や間伐を進める。  

   ・予防治山、地すべり防災などの事業を促進する。  

④地域の高付加価値化  

   観光や文化の面からも農村資源を活用し、地域全体の付加価値の向上を図る。  

 

目標６ いかなる大規模自然災害が発生しようとも、地域社会・経済が迅速に再建・回復

する 

 

（１）【６－１】災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態  

  ①災害廃棄物処理方針の実効性の確保  

・滝沢市災害廃棄物処理方針に基づき、災害時における迅速かつ円滑な災害廃棄物

処理の実効性を確保する。  

・関係機関との連携を図り、処理体制の確保・強化に努める。  

 

（２）【６－２】復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態  
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①ボランティア受入態勢の整備  

   社会福祉協議会等との連携を強化し、被災者の需要を調整しながら、早期の再建を

進める。  

②子育て支援の充実  

   保育所、認定こども園、小学校等の連携を強化し、保護者が相談できる体制整備を

図る。 

③芸術文化の振興とスポーツの推進  

   芸術・文化・スポーツの振興を進める。  

④豊かな心を育む教育の充実  

   ・郷土に対する誇りと愛着を育む。  

   ・地域に貢献する人材の育成を図る。  

⑤労働力の確保と人材育成（※４－１から再掲） 

   ・企業と求職者のマッチング機能を高める。  

   ・女性や高齢者、障がい者が活躍できる雇用を促進する。  

⑥後継者等の育成（※５－３から再掲） 

   ・後継者の確保・育成を進める。  

   ・担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる。  

⑦民間企業等における事業継続計画の普及（※４－１から再掲） 

   制度の趣旨等の普及・啓発により、企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）策定を促す。  

 

（３）【６－３】地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態  

  ①多様な情報伝達手段の確保  

   防災行政無線だけでは限界がある情報伝達手段について、多様な情報伝達手段の確

保を図る。  

②道路ネットワークの構築（※２－２から再掲） 

   ・計画的な改良を進める。  

   ・アクセス道路の複数化など道路ネットワークを整備する。  

③地域コミュニティの再構築（※４－２から再掲） 

   ・人材不足を相互に補う補完機能の強化を図る。  

④防災リーダー等地域人材の養成（※１－５から再掲） 

   ・自主防災組織連絡会議を活用しスキルアップを図る。  

   ・必要に応じ研修を行うなど、地域の防災力向上を図る。  

⑤地籍調査の実施  

   土地境界を明確にする地籍調査の更なる推進を図る必要がある。  
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２  施策分野ごとの対応方策                              

 

 

個別施策分野１＜行政機能＞                             

 

 ①公立学校の耐震化  

校舎、屋内運動場の構造部の耐震化は完了しており、避難所としての機能確保・強化

を図る。  

②公共施設の管理  

  ・土砂災害警戒区域内の公共施設を調査し、公共施設個別管理計画に盛り込む。  

  ・廃止、撤去予定の施設は、危険個所とならないよう公共施設等総合管理計画個別施

設計画で方針を明確化する。  

  ・国土強靭化計画との整合性を図る。  

③関係機関との連携強化  

  ・関係機関との連携強化を図る。  

  ・地域住民や自治会等との協力体制の整備を進める。  

④多様な情報伝達手段の確保  

防災行政無線だけでは限界がある情報伝達手段について、多様な情報伝達手段の確保

を図る。  

⑤災害時応援協定等の締結  

  連携強化に努めるとともに、対応力の向上を図る。  

⑥地域防災力の強化  

 ・消防団員確保に努める。  

 ・自主防災組織等、地域住民の協力により、防災力強化に取り組む。  

⑦医療体制の強化  

  ・平常時より、地域災害医療・福祉支援ネットワーク会議を開催し、医療救護・福祉

支援を迅速かつ適切に行う体制整備を図る。  

 ・各医療機関との連携を図る。  

⑧避難所の維持管理  

  避難所の計画的な維持修繕を行う。  

⑨消防・救急体制の強化  

 ・消防車両をはじめとした資機材の計画的な更新を進める。  

  ・医療機関を含めた、救急・救助の体制整備を図る。  

  ・消防庁舎の適切な維持管理に努める。  

⑩医療・保健・福祉の連携強化  

医療・保健・福祉の関係機関が平時から情報共有を図り、地域災害医療体制の確立に

向けた検討を進める。  

⑪広域医療体制の構築  

岩手県や県央保健所と連携を図り、全国からの派遣医療支援チームの迅速な受け入れ

のための体制整備を図る。  
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⑫し尿処理体制の強化・連携  

  し尿収集業者等との連携により、被災地での衛生環境の確保を図る。  

⑬災害廃棄物処理体制の強化・連携  

他自治体等との広域連携及び関係機関等との連携により、被災地での衛生環境の確保

を図る。  

⑭庁舎の耐震化と機能強化  

  ・適切な維持管理に努める。  

 ・非常用発電設備の整備、情報収集・発信手段の多様化など、災害拠点等としての機

能強化を図る。  

⑮業務継続計画の策定  

  重要業務を継続するため、業務継続計画を随時見直す必要がある。  

⑯市民データ・行政データの保全  

  ・市民データ・行政データのガバメントクラウド上での適切なシステム運用  

・災害時避難場所等での行政データ利用環境の確保等  

⑰地籍調査の実施  

  土地境界を明確にする地籍調査の更なる推進を図る必要がある。  

 

個別施策分野２＜市民生活＞                            

 

 ①住宅の耐震化  

  住宅の耐震化を進める。（住宅・建築物安全ストック形成事業）  

②空き家対策の推進  

  危険な空き家の解体の促進、発生の抑止に努める。 

③社会教育施設の耐震化  

  文化施設、スポーツ施設等の耐震化を進める。  

④社会福祉施設の災害対策強化  

児童福祉施設、障害者施設、高齢者施設等の社会福祉施設における耐震化や非常時対

応設備の整備を進める。  

⑤地域支援体制の強化  

  福祉避難所の体制整備を進める。  

⑥防災マップの活用  

  地域における避難訓練の実施など、防災マップの活用を図る。  

⑦避難所の備蓄・設備強化  

  備蓄食料や小型発電機等を計画的に配備する。  

⑧連絡体制の強化  

  孤立の恐れがある集落の連絡体制を強化する。  

⑨医療・保健・福祉の連携強化  

医療・保健・福祉の関係機関が平時から情報共有を図り、地域災害医療体制の確立に

向けた検討を進める。  

⑩健康診査・指導体制の充実（※行政機能より再掲） 
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  健康診査受診率の向上を図り、適切な保健指導の充実に努める。  

⑪性別に配慮した支援  

  ・性別の違いを認識し、お互いを尊重する意識啓発に取り組む。  

  ・相談体制の充実を図る。  

⑫応急手当講習会等の開催  

  ・講習会等の開催により、普及・啓発に取り組む。  

⑬保健師等による健康管理の強化  

・避難者の不安を軽減できるよう県の健康管理マニュアルに沿った健康管理の啓発に

努める。  

  ・手洗い等衛生管理の普及啓発とともに、消毒液等衛生資材の確保を図る。  

⑭情報の収集・伝達手段の確保・充実  

  ・情報提供体制の充実を図る。  

  ・防災拠点の被災を想定した伝達体制の整備を進める。  

  ・被災情報の収集体制の整備や集約できる体制の整備を進める。  

⑮省エネルギー住宅の普及・推進  

  高気密高断熱の住宅整備の普及を図る。  

⑯ボランティア受入態勢の整備  

社会福祉協議会等との連携を強化し、被災者の需要を調整しながら、早期の再建を進

める。 

⑰子育て支援の充実  

保育所、認定こども園、小学校等の連携を強化し、保護者が相談できる体制整備を図

る。 

⑱芸術文化の振興とスポーツの推進  

  芸術・文化・スポーツの振興を進める。 

 

個別施策分野３＜産業・経済＞                             

 

 ①農地整備の促進  

  農地整備を促進する。  

②治山事業の推進  

  ・造林や間伐を進める。  

  ・予防治山、地すべり防止などの事業を促進する。  

③物資調達協定等の締結  

  社会状況の変化を踏まえ、事業者と連携を深める。  

④民間企業等における事業継続計画の普及  

  制度の趣旨等の普及・啓発により、企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）策定を促す。  

⑤再生可能エネルギーの導入促進  

  施設や地域特性に応じた普及・導入を進める。  

⑥後継者等の育成  

  ・後継者の確保・育成を進める。  
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  ・担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる。  

 

個別施策分野４＜社会基盤＞                            

 

 ①都市機能強化  

  狭隘道路の解消や適正宅地の確保、住宅密集地の解消などを進める。  

②都市公園の防災機能強化  

  ・適切な維持管理に努める。（公園施設長寿命化対策支援事業）  

  ・誘導標識等の整備を進める。  

③電柱等の倒壊防止  

  ・電線類地中化の検討を進める。  

  ・既存電柱の倒壊防止対策を進める。  

④下水道事業計画（雨水）に基づく排水路整備  

  計画的な整備を進める。 

⑤河川改修・適切な管理による治水対策  

  ・河川整備を促進する。  

  ・雨量・水位などの情報提供及び監視体制の強化により被害の軽減を図る。  

  ・計画的な維持修繕や改修を進める。  

⑥砂防施設の整備等による土砂災害対策  

  ・土砂災害対策施設の整備  

  ・土砂災害警戒区域等を市民に周知することにより、早期の避難を促す。  

  ・適切な土地利用の誘導、土砂災害警戒区域等の対策工事などを進める。  

  ・がけ地近接等危険住宅移転事業などにより、危険住宅の移転を進める。  

⑦除雪体制の強化  

民間除雪業者等との連携を強化し、さらに市民との協力体制を構築するなど体制強化

を図る。  

⑧交通対策の強化  

  交通機能と市民生活を維持するための取組を進める。  

⑨幹線道路整備の促進  

  ・計画的な整備を進める。  

  ・道路構造物、電柱等についても、災害時に物流を妨げないよう配慮し整備を進める。  

⑩道路ネットワークの構築  

  ・計画的な改良を進める。  

  ・道路構造物、電柱等についても、災害時に物流を妨げないよう配慮し整備を進める。  

⑪ヘリ発着所の確保  

  ヘリコプターによる救助の備え、発着場所の確保を進める。  

⑫都市機能寸断時のバックアップ体制構築  

  電気・水道・通信などの都市機能が寸断したケースを想定し、医療体制を構築する。  

⑬交通ネットワークの形成  

支援ルートの確保とともに、人員・物資を輸送する交通ネットワークを整備する。  
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⑭下水道施設の適切な管理  

・適切な維持管理に努め、計画的な改築・更新を進める。  

・岩手県及び岩手県北上川上流流域下水道事務所との連携を図る。  

⑮公共交通体制の強化  

路線バス事業者だけに限定せず、タクシー、貸切バス事業者等も含めた公共交通体制

整備を図る。  

⑯災害廃棄物処理方針の実効性の確保  

・滝沢市災害廃棄物処理方針に基づき、運用体制の確認や情報共有に努め、災害時に

おける迅速かつ円滑な災害廃棄物処理の実効性を確保する。  

・連絡体制や動員体制について関係機関との連携を図り、災害廃棄物処理方針に基づ

く処理体制の確保・強化に努める。  

  

横断的施策分野１＜共創（市民参画）＞                            

 

 ①避難行動要支援者名簿の更新  

  定期的な更新を行うとともに、制度の周知・啓発に努める。  

②自主防災組織の育成・強化  

  ・自主防災組織の支援に取り組む。  

  ・防災訓練や装備品の充実・強化の支援を行う。  

③コミュニティセンター等の防災機能強化  

  ・適切な維持管理に努める。  

  ・支援制度を活用し機能強化を図る。  

④連絡体制の強化（※市民生活より再掲） 

  ・孤立の恐れがある集落の連絡体制を強化する。  

⑤防災リーダー等地域人材の養成  

  ・自主防災組織連絡会議を活用しスキルアップを図る。  

  ・必要に応じ研修を行うなど、地域の防災力向上を図る。  

⑥防災教育の推進  

  学校・家庭・地域等が連携した防災教育を進める。  

⑦避難困難者への対応強化  

  高齢者、障がい者、難病患者、外国人等、これまで以上に要支援者対策を強化する。  

⑧避難訓練の実施  

防災知識の普及啓発及び防災意識を高めるため、防災訓練等に取り組む。  

⑨移住・定住の促進  

  若年層の移住・定住を図り、地域コミュニティを維持する。  

⑩社会福祉協議会との連携強化  

  支援に担い手となる社会福祉協議会と連携し、福祉体制を強化する。  

⑪労働力の確保と人材育成  

  ・企業と求職者のマッチング機能を高める。  

  ・女性や高齢者、障がい者が活躍できる雇用を推進する。  
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⑫地域の高付加価値化  

  観光や文化の面からも農村資源を活用し、地域全体の付加価値の向上を図る。  

⑬豊かな心を育む教育の充実  

  ・郷土に対する誇りと愛着を育む。  

  ・地域に貢献する人材の育成を図る。  

⑭後継者等の育成（※産業・経済から再掲） 

  ・後継者の確保・育成を進める。  

・担い手への集約化など、災害発生後も農林業が継続する体制を確立させる。  

⑮地域コミュニティの再構築  

  人材不足を相互に補う補完機能の強化を図る。  

 

横断的施策分野２＜老朽化対策＞                            

 

 ①市営住宅の適切な管理  

  ・適切な維持管理に努め、計画的な改修を進める。（公営住宅等整備事業）  

  ・市全体の住宅政策を踏まえ、適切な戸数や配置等について検討を進める。  

②道路・橋梁等の適切な管理  

  計画的な維持管理や改修を進める。  

③上下水道の適切な管理  

  上下水道の適切な維持管理を行うとともに、計画的な改築・更新を進める。  
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３  重点施策                                   

 

１及び２で示した強靭化の推進施策のうち、影響の大きさ、緊急度、進捗状況、平時の

活用等の視点から、計画期間内に優先して取り組む施策を「重点化施策」として選定しま

す。 

なお、重点化施策については、第２次滝沢市総合計画と整合性を図るとともに、各指標

から、施策の進捗状況等を客観的に把握できる指標をＫＰＩ (重要業績評価指標 )として設

定し進捗管理を行います。  

 

（１）個別施策分野＜行政機能＞における重点化施策及びＫＰＩ                 

 

ア  災害対策本部を設置する庁舎機能の強化  

    大規模自然災害が発生した際に、災害対策の拠点となる市役所防災庁舎、滝沢総

合公園体育館、ビッグルーフ滝沢、葉の木沢山活動センター等については、施設の

耐震化及び非常用発電設備の整備は完了している。  

    一方で、行政組織が市内に分散しており、情報の一元化の面から、通信手段や集

約体制の整備を進める必要がある。  

    このことから、拠点となる施設について、耐震化に加えライフラインの確保につ

いて検討を進めるとともに、情報収集・発信手段の多様化、集約体制の整備など、

災害拠点としての機能強化を進める。  

   

イ  市民等との連携による地域防災力の強化  

各自治会等での自主防災組織の設立や防災訓練の実施など、市民自らが災害に備

える体制づくりに取り組んでおり、防災に対する意識や災害への対応力は向上して

いる。また、防災訓練を通じた、地域内の土砂災害警戒区域等の把握や避難経路・

避難場所の確認など、行政と市民の連携体制の構築も図られてきた。  

    その一方で、人口減少や少子・高齢化により、地域防災の担い手となる消防団員

が減少しており、特に、昼間に活動可能な消防団員を確保することが課題となって

いる。 

    このことから、引き続き自主防災組織の設立支援や防災リーダーの養成講座など、

市全体で防災意識を高める取組を推進する。また、消防団員の確保に向けて、市民

や企業の理解を進め入団しやすく活動しやすい社会・地域環境の整備に努める。  

   

ウ  消防・救急体制の強化 

    消防団と常備消防については、日頃から連携した防災活動に取り組んでおり、火

災をはじめ風水害、雪害の警戒・救助などに対し、迅速な対応がなされている。ま

た、滝沢消防署庁舎新庁舎整備事業をはじめ、滝沢消防署滝沢北出張所庁舎及び防

屯所の整備・改修も含め、常備消防と消防団の装備品等についても計画的に配備し、

更新を行うなど、災害に備えた増強を図るよう努める。 

    しかし、多数の負傷者が発生する大規模自然災害においては、医療機関と連携・
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協力し負傷者に対応することが求められる。  

    このことから、消防団と常備消防の連携強化に引き続き取り組むとともに、救急

医療を担う医療機関との連携強化に努め、救助・救急体制の強化を図る。  

 

  エ 広域連携体制の構築  

盛岡広域８市町における災害協定や遠隔自治体間との災害協定など、広範囲の被

災に備えた相互応援体制の構築が進んでおり、また、岩手西北医師会をはじめとし

た医療関係機関、電力、ガス、工事業者、食品販売業者など、災害時の救急・医療

やインフラ、食料・物資を確保するための協定も締結するなど、災害時に命を守る

取組が進められている。  

    今後においても、他自治体や企業との災害時の医療・福祉の確保や食料・物資の

調達などの協力関係を構築するなど、市民活動の広がりに即した広域連携体制の構

築について検討を進める。  

 

  オ 業務継続計画の策定と随時の見直し  

    業務継続計画は、災害により行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源

に制約がある状況で、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとと

もに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める

計画であり、非常時優先業務の実施を確保するものである。  

    このことから、本市では、地域防災計画と整合性を図りながら、本市の庁舎・職

員等が被災し、行政資源の制約が伴う条件下において、非常時優先業務の実施を確

保するための計画として滝沢市業務継続計画（災害編）を定めており、随時見直す

必要がある。  

 

 

 

（２）個別施策分野＜市民生活＞における重点化施策及びＫＰＩ                 

 

  ア 建物等の耐震化の推進  

 一般住宅の耐震化については、その必要性や耐震診断・耐震改修支援制度の周知

に努め、耐震化率の向上に向けた取組を進めている。また、不特定多数が集まるビ

ＫＰＩ（重要業績評価指標）の推移及び目標値

令和元年度
（又は平成30年度）

令和

４年度

令和

６年度

令和

９年度

令和

１３年度

（実績値） （実績値） （実績値） （目標値） （目標値）

消防団員数 人
312

（Ｒ1）
301 286 300 315

自主防災組織結成自治会 ％
96.8

（Ｒ1）
96.8 100 100 100

自治体連携の枠組み 件
3

（Ｒ1）
4 3 3 4

業務継続計画
策定

状況

策定済

（Ｈ30）
策定済 策定済 策定済 策定済

単位
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ッグルーフ滝沢や滝沢総合公園体育館等の社会教育施設についても耐震化を進める

とともに、施設の適切な管理のための改修を計画的に進めている。  

    しかしながら、一般住宅においては、経済的な費用負担が発生することから、特

に高齢者世帯で耐震改修等が進んでいないのが現状である。  

    このことから、引き続き耐震化の必要性や支援制度の周知に努めるとともに、経

済的に費用負担が困難な世帯等への支援制度について検討を進める。また、社会教

育施設については、避難所となっている施設を中心に耐震化を進め、あわせて災害

時の物資等の備蓄を進める。  

 

  イ 空き家対策の推進  

    市内空家等実態調査の結果を踏まえて策定した「滝沢市空家等対策計画」に基づ

き、所有者等に対し、法律に基づき適切な管理を促すとともに、解体を推進する支

援策や、移住・定住や市内の住み替えに向けた空き家バンク制度の活用促進など、

資産の有効活用に向けた取組を進める。  

 

  ウ 社会福祉施設の災害時対策等の推進  

    社会福祉施設では、火災、大雨、地震、停電、断水、防犯等のために必要な対策

を講じているが、耐震化対策や自家発電設備等の災害時に有効な設備や機器を備え

ていない施設もある。このことから、避難行動に時間を要する者が多く利用する施

設に対して、災害発生時に有効な設備や機器の導入に向けた支援等の取組を進める。 

 

  エ 医療・保健・福祉の連携強化  

    市が行う保健事業については、岩手西北医師会等と連携しながら施策・事業に取

り組むなど、すでに一定の協力関係が構築されている。また、避難行動要支援者の

個別計画策定など、関係機関での連携や情報共有が進められている。  

    しかし、大規模災害時には、複数ヵ所で不特定多数の被害が発生することに加え、

福祉サービスを受けながら地域社会で暮らしている市民や、市外からの来訪者など

への対応も必要になる。  

    このことから、関係機関の連携体制を「災害」という観点から、再度見直すとと

もに、消防・医療・保健・福祉の関係機関が平時から情報共有を図り、被災時には

医療や福祉の資源を総動員できる地域災害医療体制の確立に向けた検討を進める。  

 

  オ 健康診査・指導体制の充実  

    病気の早期予防等については、健康管理システムにより、検診結果をデータ化し

必要な保健指導を行うなど、早期発見や重症化・慢性化を抑制する取組を進めてい

る。 

    しかし、受診率が低く潜在的な疾病リスクを抱えている市民の早期発見や、疾病

予防、重症化予防に結びついていないのが現状であり、避難生活が長期にわたる場

合には、環境の変化による発症リスクも想定される。  

    このことから、地域や企業の協力により、引き続き受診率の向上に取り組むとと
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もに、備蓄された検診データの活用により疾病リスクを有する市民に対する指導体

制の充実を図る。  

 

  カ 子育て相談体制の充実  

    子育て支援については、保育料や医療費など保護者の経済的負担に対する支援を

行うとともに子育て中の保護者に対し、相談員を配置するなど育児や家庭について

の相談体制の充実を図ってきた。  

    しかし、被災や避難生活などにより生活環境が変化し、新たなストレスが発生す

ることで、心身に不調をきたすことも想定される。また、就業等環境の変化による

保護者へのストレスが、子どもに向けられることによる虐待等も想定される。  

    このことから、従来の相談体制に加え、保育所、認定こども園の保育士等や小学

校の教職員等との連携を強化し、保護者が被災時に相談できる体制充実に向けた検

討を進める。  

 

  キ 児童福祉施設の整備・支援の充実 

    共働き世帯の増加等により、就学前教育・保育施設や小学生が放課後に安心して

過ごせる場所の環境改善や充実が求められている。保護者が子育てしやすい環境の

構築やこどもたちの健全な育成を図るため、滝沢市公共施設等総合管理計画に基づ

く耐震化や長寿命化の実施、狭隘化や老朽化等の課題への対応を含む施設整備の充

実や民間事業者への支援を行う。  

 

  ク 情報の収集・伝達手段の確保・充実  

 災害時の情報伝達手段については、防災行政無線やインターネット、メール、ス

マートフォンアプリでのお知らせなど、行政・民間事業者の協力による体制が構築

されており、市民の早期避難や災害状況の周知に役に立っているが、今後も多様な

情報伝達手段の確保を図っていく必要がある。  

    また、災害情報の収集については、市民をはじめ、警察、消防団、土木、医療、

福祉などの関係者からの提供となっており、被害の規模や緊急度を客観的に判断で

きないケースも散見され、その手段についても電話による口頭伝達であり、電話が

利用できない場合は収集できる情報量が大幅に減少することも予想される。  

    このことからも、電話回線切断など災害時に想定される状況に対応した情報収集

体制の強化を図るとともに、収集した情報の客観的判断基準を関係機関で共有する

など、緊急度に応じ人的・物的資源を投入できる体制づくりを進める。  
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（３）個別施策分野＜産業・経済＞における重点化施策及びＫＰＩ                 

 

  ア 農地・山林整備の促進と後継者等の育成  

 農地や山林は農産物等の生産基盤であることに加え、洪水防止機能や土砂崩壊防

止機能、土壌侵食（流出）防止機能、地下水涵養機能など、防災に対しても多面的

な機能をもっており、本市においては農林畜産業の振興を図るため農地等の整備を

進めている。  

    しかし、産業構造の変化や社会・経済状況の変化などの影響により、就業者の減

少や高齢化が進んでおり、後継者の確保が難しい、あるいは、耕作放棄地が増加す

る、森林が荒廃するなど複合的な課題を抱えている。  

    このことから、引き続き農地・森林等の整備を促進するとともに、集落営農や法

人化、新規就業者の受け入れなどを推進し、事業とともに資産を継承する取組を進

める。また、各種支援制度により、後継者確保と事業経営の安定化に向けた取組を

進める。  

 

  イ 民間企業等における事業継続計画の普及  

 事業継続計画（ＢＣＰ）は、自然災害、大火災などの緊急事態が発生した場合に、

事業資産の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能

とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法・手

段を示す計画である。  

    しかし、市内の民間企業においては、補助等の採択要件となっているなど必要が

生じた場合には策定するといったように、積極的に策定する動きが見られない。  

    このことから、経営基盤が脆弱な中小企業を中心に、災害時に倒産や事業縮小を

回避し、事業の継続・早期復旧するために、事業継続計画趣旨の普及・啓発を図る。  

 

  ウ 再生可能エネルギーの導入促進  

 国においては、東日本大震災等を背景に、再生可能エネルギー等を活用した自立・ 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）の推移及び目標値

令和元年度
（又は平成30年度）

令和

４年度

令和

６年度

令和

９年度

令和

１３年度

（実績値） （実績値） （実績値） （目標値） （目標値）

木造住宅耐震診断戸数 戸
2

（Ｒ1）
0 3 3 3

空き家バンクによる賃貸売買

成約数（延べ）
戸

0

（Ｒ1）
6 10 24 40

特定健診受診率 ％
48.1

（Ｈ30）
47.5 46.7 56.0 60.0

地域子ども・子育て支援拠点

数
箇所

4

（Ｒ1）
4 4 4 4

地域災害医療・福祉支援ネッ

トワーク会議開催
回

0

（Ｒ1）
0 0 1 1

単位
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分散型エネルギーシステムの導入等による「災害に強く環境負荷の小さい地域づく

り」を進めている。  

    一方、本市の再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギーの推進などは、地域

内で生み出された価値を地域内で消費するといった、地域経済の好循環を促す視点

から進められている。  

    このことから、引き続き経済的な視点からのエネルギー施策を推進するとともに、

地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型の地域づくりに向けた検討を進

める。 

 

 

 

（４）個別施策分野＜社会基盤＞における重点化施策及びＫＰＩ                 

 

  ア 道路整備の促進  

   市道の整備・改修については、生活環境の向上や安全性の確保、防災性の向上な

ど、生活に身近な道路整備を計画的に進めている。また、市民協働による道路の整

備にも取り組んでいる。  

    一方、通学路への歩道設置や局所的な拡幅・改修など、市民からはいまだに多く

の要望が寄せられているのが現状である。  

    このことから、災害発生時の避難路・輸送路という視点を踏まえ、国・県道や幹

線市道についても計画的な整備を促進するとともに、交通安全施設などの工作物や

電柱などが、災害時に交通を遮断しないよう配慮しながら道路の整備に関するプロ

グラム等に基づき道路整備を促進する。  

 

  イ 除雪体制の強化  

    幹線道路においては民間事業者への委託等により除雪体制の整備が図られている。

また、各自治会等への除雪機の貸与、あるいは、除雪燃料の支援など市民の協力に

よる除雪体制の整備も進んでいる。  

    しかし、５０ｃｍを超える降雪量があった場合は、生活に身近な道路を中心に通

行不能になることも散見される。また、地域によっては、高齢者世帯の宅地内の除

排雪ができないケースも見られるなど、地域の特性を踏まえた体制整備が求められ

ている。  

ＫＰＩ（重要業績評価指標）の推移及び目標値

令和元年度
（又は平成30年度）

令和

４年度

令和

６年度

令和

９年度

令和

１３年度

（実績値） （実績値） （実績値） （目標値） （目標値）

認定新規就農者数 人
9

（Ｒ1）
6 4 4 4

集落営農組織・農業法人数 組織
11

（Ｒ1）
2 5 5 5

公共施設再生可能エネルギー

等施設導入数
施設

4

（Ｒ1）
4 4 4 4

単位
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    このことから、これまで以上に民間業者等との連携を強化するとともに、地域住

民の協力による除排雪体制の強化を進める。  

 

  ウ 交通ネットワークの形成と公共交通体制の強化  

災害時に国道・県道・市道が果たす役割について、道路管理者間で情報共有を図

るなど、人と物資を輸送できる体制整備に向けた取組を推進し、災害時の輸送につ

いてバス事業者と協定を締結するなど、災害に備えた体制づくりが進んでいる。  

しかし、周辺部は集落が点在し、移動手段が自家用車に限られている、あるいは、

集落までのアクセス道路が一つしかない地区があるなど、大規模災害時に人と物資

を輸送するための仕組みが整備されていないのが現状である。  

    このことから、各道路管理者と市民や民間事業者が協力し、公共交通体制の強化

や支援ルート確保に向けた交通ネットワークの形成など、避難・支援両面から交通

体系整備に努める。  

 

  エ 河川整備・砂防施設整備の促進  

    洪水災害や土砂災害に対する安全度の向上を図るため、河川整備・砂防施設整備

及び適正な維持管理を推進する。 

 

  オ 雨水排水施設整備の促進  

大雨による内水被害に対する安全度の向上を図るため、雨水排水施設整備及び適

正な維持管理を推進する。  

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）の推移及び目標値

令和元年度
（又は平成30年度）

令和

４年度

令和

６年度

令和

９年度

令和

１３年度

（実績値） （実績値） （実績値） （目標値） （目標値）

市道改良済延長 ｍ
1,100

（Ｈ30）
1,155 780 790 800

市道舗装補修 ｍ
1,400

（Ｈ30）
1,138 1,192 1,200 1,300

市民協働道路整備地区 箇所
1

（Ｈ30）
3 2 2 2

橋梁補修 橋
1

（Ｈ30）
2 1 1 1

除雪機械更新台数 台
1

（Ｒ1）
1 1 1 1

小型除雪機械保有台数 台
49

（Ｒ1）
52 54 55 55

河川整備（準用河川仁沢瀬川

改修事業）【進捗率】
％

10.7

（Ｒ1）
12.1 15.6 18.8 24.0

砂防施設整備 箇所
4

（Ｒ1）
4 4 7 8

河道・排水路浚渫 河川
0

（Ｒ1）
2 4 7 11

雨水排水施設整備（大釜地区

浸水対策事業）【改修率】
％

0

（Ｈ30）
5.7 13.5 24.4 39.6

単位



33 

 

 

（５）横断的施策分野＜共創（市民参画）＞における重点化施策及びＫＰＩ                 

 

  ア 防災意識の向上と知識の普及啓発の推進  

各自治会等において、自主防災組織の設立に取り組んでおり、令和８年２月での

結成率は１００％となっており、市民の防災意識も高まっている。また、これまで

各種研修により、災害に対する知識の普及も進んでいる。  

   一方、地域の防災活動への若年層の参加が少ないなど、地域や年齢によって防災

意識が低い傾向もみられる。  

このことから、引き続き自主防災組織への支援を継続するとともに、地域の消防

団との連携強化や装備品の充実等に取り組むことで、市民の防災意識の向上と防災

知識の普及・啓発を進める。  

 

  イ 防災教育の推進  

    東日本大震災など大規模自然災害を契機に防災教育の重要性が認識され、全国各

地において児童・生徒の安全意識を高める教育が進められており、本市においても、

各小中学校で被災地の訪問や避難訓練などに取り組んでいる。また、災害復興の大

きな力となる、郷土に対する愛着と誇りを育む教育も進められている。  

    一方、災害は児童・生徒の在学時間に発生するとは限らず、また、被災後は教員

に加え、地域住民の協力により子どもたちの生活を支える必要があり、学校・家庭・

地域が連携した取組が求められている。  

    このことから、学校・家庭・地域が一体となって防災教育を推進するとともに、

再建の力となる郷土に対する「愛着」と「誇り」を育むために、引き続き本市の歴

史や文化、人物、産業などを学ぶ教育を推進する。  

 

  ウ 地域資源の連携による付加価値の向上  

    本市は、ＩＴ企業の集積と優秀な地域人材をはじめ特徴ある産業や伝統文化など、

生活の中で培われてきた多くの魅力を有した人材が存在しており、地域人材の人的

なつながりは災害時に大きな発揮をする。  

    しかし、現状、行政を中心とする一方的な情報発信となっていたことから、交流

機会の増加に結びついていないのが現状である。  

    このことから、農林業、歴史、文化、生活様式などの地域資源の連携により、地

域全体の価値の向上を図り「滝沢を知ってもらう・滝沢にきてもらう」人的なつな

がりを深める交流を推進する。  

 

  エ 労働力の確保と人材育成  

    第一次産業における後継者確保・事業承継については、各種支援制度により所得

の向上と経営の安定化に取り組んでおり、商工業についても各種支援制度により、

起業や事業拡大を目指す事業者を支援している。  

    しかし、市内の中小企業者、あるいは、個人事業者の中には、継承者問題、消費
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者の購買行動や流通経路の変化により、事業を廃止・縮小し、地域住民の生活維持

が困難になるケースが見受けられる。また、製造業において求人企業と求職者のミ

スマッチが生じており、労働力の確保が問題となっている。  

    このことから、災害からの復興・再建のための経済活動を維持するために、引き

続き起業や事業拡大を目指す事業者を支援するとともに、地域にある空き店舗等の

未利用資産の有効活用を進め、企業と求職者等のマッチング機能の強化を図るとと

もに、女性や高齢者、障がい者の雇用を促進する取組を進める。  

 

  オ 持続可能な地域づくりの推進  

    人口減少や少子・高齢化が進む中、地域別計画の策定や地域づくり活動推進事業

補助金などの制度により、地域活性化に向けた市民主体の取組を支援している。  

    しかし、人口減少等により、地域コミュニティの弱体化、あるいは、予算・職員

など行政資源の減少といった影響が現れており、災害時に「共助」を担う地域コミ

ュニティの再構築と民間と連携した公共サービスの提供を確保することが課題とな

っている。  

    このことから、複数自治会で人的不足を相互に補完する機能の強化を図るととも

に、市民や民間事業者、金融機関等と連携し持続可能な地域づくりを推進する。  

 

 

 

（６）横断的施策分野＜老朽化対策＞における重点化施策及びＫＰＩ                 

 

  ア 市営住宅の適切な管理  

    既存の住宅については、公共施設等総合管理計画個別施設計画に基づき改修を進

めるとともに、適切な維持管理に努めている。  

    一方、建築年が古い建物が多いことから、突発的な修繕が必要になるケースも見

られるなど、入居者の安全・安心確保が求められている。  

    このことから、引き続き適切な維持管理と計画的な改修に努めるとともに、市全

体の住宅政策を踏まえ、適切な管理戸数、配置について検討を進める。  

ＫＰＩ（重要業績評価指標）の推移及び目標値

令和元年度
（又は平成30年度）

令和

４年度

令和

６年度

令和

９年度

令和

１３年度

（実績値） （実績値） （実績値） （目標値） （目標値）

消防団員数 人
312

（Ｒ1）
301 286 300 315

自主防災組織結成自治会 ％
96.8

（Ｒ1）
96.8 100 100 100

観光客数 千人
417

（Ｈ30）
212 328 430 430

盛岡西リサーチパーク分譲率 ％
100

（Ｈ30）
100 100 100 100

イノベーションセンター、

パークへの立地件数
件

19

（Ｈ30）
28 29 28 28

単位
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  イ 道路・橋梁等の適切な管理  

道路・橋梁等については、道路整備計画、舗装維持管理計画、道路修繕計画、橋

梁長寿命化修繕計画等に基づき改修を進めるとともに、適切な維持管理に努めてい

る。 

    しかし、市道延長が５００キロメートルを超えることから、一部の市道において

は、災害が発生した際に、通行止めとなる可能性が高くなっている。  

    このことから、災害時の避難路や、支援する人員・物資の輸送路となる市道を中

心に、適切な維持管理と改修を進めるとともに、防災の視点から長寿命化計画等を

適宜変更し、計画的に改修を進める。  

 

  ウ 上下水道の適切な管理  

    上下水道施設については、長寿命化、耐震化計画等に基づき改築・更新を進める

とともに、適切な維持管理に努めている。  

しかし、大規模災害発生時には管路の破損、電力供給の長期間の断絶による施設・ 

設備の停止などが想定され、特に、飲料水の供給停止は、避難生活に大きな影響を

及ぼすこととなる。  

    このことから、計画的に老朽化対策を進めるとともに、民間事業者との物資提供

協定の締結や自治体間での災害応援協定の締結、様々なケースを想定した供給・処

理体制の整備に努める。  

 

 

 

 

 

 

  

ＫＰＩ（重要業績評価指標）の推移及び目標値

令和元年度
（又は平成30年度）

令和

４年度

令和

６年度

令和

９年度

令和

１３年度

（実績値） （実績値） （実績値） （目標値） （目標値）

市営住宅管理戸数 戸
10

（Ｈ30）
10 10 10 10

市道舗装改修 ｍ
1,400

（Ｈ30）
1,138 1,192 1,200 1,300

橋梁補修 橋
1

（Ｈ30）
3 2 2 2

水道普及率 ％
97.0

（Ｈ30）
95.3 95.3 97.0 97.8

汚水処理人口普及率 ％
68.1

（Ｈ30）
70.9 71.4 79.4 79.4

上水道管路の耐震化率 ％
31.1

（Ｈ30）
35.7 36.7 38.4 39.8

単位
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４  計画の推進と進捗管理                              

 

（１）推進体制  

市民をはじめ、国、県、民間等とも連携し計画の推進を図るため、本計画の周知に

努めるとともに、被害想定や各種リスク情報、取組の進捗状況を共有しながら、相互

に連携して効果的・効率的な取組の展開を図ります。  

 

（２）計画の進捗管理  

計画の実効性を高めるため、進捗管理についてはＰＤＣＡサイクル（ＰＬＡＮ [計画

策定 ]、ＤＯ [実行 ]、ＣＨＥＣＫ [点検・評価 ]、ＡＣＴＩＯＮ [処置・改善 ]）により行

います。  

具体的には、毎年度策定する事業実績報告書により具体事業の進捗評価を行いつつ、

計画期間の終了時には５つの個別施策分野及び２つの横断的施策分野ごとに設定し

たＫＰＩ指標（重要業績評価指標）の推移を踏まえ進捗の検証を行います。  

 

（３）計画の見直し  

本市を取り巻く社会・経済情勢等の変化や国・県の強靭化計画の変更等を踏まえ、

この計画を変更する必要性が生じた場合には、計画期間内においても適宜見直しを行

います。  

 

５  計画に基づき実施する事業                            

 

本計画に基づいて実施する事業については、第２次滝沢市総合計画に基づいて毎年度

策定する実行計画書兼事業説明書に掲載されている事業とします。  
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資 料  

起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価 

 

目標１ 

 いかなる大規模自然災害が発生しようとも、最大限人命の保護を図る  

 

1-1 地震等による建築物の大規模倒壊や火災による死傷者の発生（二次災害を含む）  

 

【公立学校の耐震化】                       ＜教育文化部門＞ 

◇市内小中学校１３校は、校舎・屋内運動場とも構造部の耐震化が完了している。  

 ⇒適切な維持管理に努めるとともに、避難所としての機能確保・強化を図る必要があ

る。 

【住宅の耐震化】                         ＜都市基盤部門＞ 

◇住宅の耐震化率は８６．４％となっているが、耐震診断・耐震改修の件数は横ばい状態

である。  

 ⇒耐震化の必要性や、耐震診断・耐震化改修支援制度等の周知に努め、耐震化率を向上

させる必要がある。  

【空き家対策の推進】                       ＜都市基盤部門＞ 

◇適切に管理されていない空家等が把握された。  

 ⇒危険な空き家の解体を促すとともに、危険な空き家の発生を未然に防ぐため、効果的

な空き家対策の検討を早急に進める必要がある。  

【社会教育施設の耐震化】                     ＜教育文化部門＞ 

◇滝沢総合公園体育館等体育施設の耐震化率は１００％であり、避難所としての機能は維

持している。  

 ⇒引き続き、既存の施設の見直しや避難所としての機能確保・強化に努める必要があ

る。 

【社会福祉施設の災害対策強化】            ＜健康こども部門・福祉部門＞ 

◇児童、障害者、高齢者が利用する施設では、災害発生時に有効な非常用自家発電設備が

整備されていないところもある。  

 ⇒引き続き、災害発生時に有効な設備や機器の整備・導入の支援を行う必要がある。  

【地域支援体制の強化】                        ＜福祉部門＞ 

◇心身に障がいを持つ人など何らかの特別な配慮が必要となる方が、被災後も安心して暮

らせるための体制が整っていない。  

 ⇒社会福祉法人等と福祉避難所の協定を締結しており、今後も連携を強化するととも

に、福祉施設の被災等も想定した体制強化が必要である。  

【都市機能強化】                         ＜都市基盤部門＞ 

◇中心市街地の県道や住宅密集地の市道は、災害発生時において混雑を招き、避難等に支

障をきたす。  
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 ⇒狭隘道路の解消や適正宅地の確保、住宅密集地の解消などを進める。  

【都市公園の防災機能強化】                    ＜都市基盤部門＞ 

◇市民の協力により維持管理されているが、誘導表示等が不足している。  

 ⇒地域の避難場所となる都市公園については、引き続き、地域住民と協力しながら、適

切な維持管理に努める必要がある。また、災害発生時には、居住区域以外の者も利

用することから誘導標識等の整備を進める必要がある。  

【電柱等の倒壊防止】                       ＜都市基盤部門＞ 

◇中心市街地の県道や住宅密集地の市道は、電柱の倒壊により交通が遮断される恐れがあ

る。 

 ⇒事業者の協力を得ながら、電線類地中化の検討を進めるとともに、既存電柱の倒壊防

止対策を進める必要がある。  

【避難行動要支援者名簿の更新】                    ＜福祉部門＞ 

◇災害時に円滑な避難支援を行うための、避難行動要支援者名簿については作成・配布済

である。  

 ⇒名簿の定期的な更新を行うとともに、制度の周知・啓発に努める必要がある。  

【自主防災組織の育成・強化】                   ＜市民環境部門＞ 

◇自主防災組織の組織率は１００％となっており、全国平均、県平均を上回っている。 

 ⇒今後も自主防災組織の支援に取り組むとともに、防災訓練や装備品の充実・強化の支

援を行う必要がある。  

【コミュニティセンター等の防災機能強化】             ＜市民環境部門＞ 

◇市民の協力により維持管理されているが、看板や防災備品が不足している。避難所の災

害種別等を周知する看板については、順次設置している。  

 ⇒地域の避難場所、指定避難所となっていることから、引き続き地域住民と協力しなが

ら、適切な維持管理に努めるとともに、支援制度を活用しながら、機能強化を図る

必要がある。  

【市営住宅の適切な管理】                     ＜都市基盤部門＞ 

◇公共施設等総合管理計画個別施設計画に基づき、適正に維持管理をしているが、今後改

修が必要な施設が増加する傾向にある。  

 ⇒適切な維持管理を行うとともに、計画的な改修を進める必要がある。また、民間賃貸

住宅の動向や空き家の利活用など、市全体の住宅政策を踏まえ、適切な戸数や配置

等について検討を進める必要がある。  

【道路・橋梁等の適切な管理】                   ＜都市基盤部門＞ 

◇道路整備計画、舗装維持管理計画、修繕管理計画、橋梁長寿命化計画等に基づき、必要

な改修を進めている。  

 ⇒幹線道路を中心に、救助や救護活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進

める必要がある。  

 

1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水  

 

【防災マップの活用】                       ＜市民環境部門＞ 
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◇市内の浸水想定区域等を示した防災マップを作成し、各世帯に配布済である。  

 ⇒防災マップの活用を図り、危険個所を事前に把握した上で避難訓練を実施する必要が

ある。 

【農地整備の促進】                        ＜経済産業部門＞ 

◇耕作放棄地等の増加に伴い、農地の持つ洪水調節機能が低下している。  

 ⇒耕作放棄地等の荒廃農地の増加を防ぎ、農業経営の安定化を図るため、農地整備を促

進する必要がある。  

【下水道事業計画（雨水）に基づく排水路整備】           ＜都市基盤部門＞ 

◇豪雨等による浸水被害を軽減するために、側溝整備を進めているが、未整備箇所が残っ

ている。  

 ⇒今後も計画的に整備を促進し、浸水被害の低減を図る必要がある。  

【県管理河川改修の促進】                     ＜都市基盤部門＞ 

◇県管理河川の改修が進められているが、事業完了まで長期間を要する。  

 ⇒早期の事業完了を県に働きかけるとともに、雨量・水位などの情報提供により、被害

の軽減を図る必要がある。  

【準用河川改修の促進】                      ＜都市基盤部門＞ 

◇準用河川の改修が進められているが、事業完了まで長時間を要する。  

 ⇒早期の事業完了に向けた事業促進を図るとともに、雨量・水位などの情報提供によ

り、被害の軽減を図る。  

【河川の適切な管理】                       ＜都市基盤部門＞ 

◇現状の把握に努め、必要な改修を進める。  

 ⇒適切な維持管理を行うとともに、計画的な改修を進める必要がある。  

【下水道施設の整備】                       ＜都市基盤部門＞ 

◇下水道整備を行っているが、事業完了までには長時間を要する。  

 ⇒市街化区域を中心に可能な範囲で事業を進めていくとともに、下水道施設の適切な維

持管理及び改築・更新を図る必要がある。また、市街化調整区域については、合併

処理浄化槽の普及を図る必要がある。  

 

1-3 大規模な火山噴火・土砂災害等による多数の死傷者の発生  

 

【防災マップの活用：１－２再掲】                 ＜市民環境部門＞ 

◇市内の土砂災害警戒区域等を示した防災マップを作成し、各世帯に配布済である。  

 ⇒防災マップの活用を図り、危険個所を事前に把握した上で避難訓練を実施する必要が

ある。 

【治山事業の促進】                        ＜経済産業部門＞ 

◇森林の荒廃により治水機能が低下し、豪雨による土砂流出等の被害が発生している。  

 ⇒災害防止機能を持つ森林を適切に保全するため、造林や間伐を進めるとともに、危険

個所については、予防治山、地すべり防止などの事業を促進する必要がある。  

【土砂災害警戒区域等の周知・解消】         ＜市民環境部門・都市基盤部門＞ 

◇山間部を中心に急傾斜地が多く、土砂災害により死傷者が発生する可能性がある。  
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 ⇒防災マップにより土砂災害警戒区域等の周知と速やかな避難を図るとともに、適切な

土地利用の誘導、土砂災害警戒区域等に対する対策と、解消に向けた対策工事など

を進める必要がある。また、がけ地近接等危険住宅移転事業などにより、危険住宅

の移転を進める必要がある。  

【公共施設の管理】                        ＜政策支援部門＞ 

◇公共施設の改修、更新については、防災マップの情報と照らし合わせて検討していく。  

 ⇒土砂災害警戒区域内の公共施設を調査し、公共施設等総合管理計画個別施設計画に盛

り込み国土強靭化計画との整合性を図る。  

 

1-4 暴風雨（雪）及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生  

 

【関係機関との連携強化】                     ＜市民環境部門＞ 

◇道路管理者や電力会社などと、災害時の連携協定を締結するなど、被害低減に向けた取

組を進めている。  

 ⇒今後も関係機関との連携強化を図るとともに、地域住民や自治会等との協力体制も整

備する必要がある。  

【除雪体制の強化】                        ＜都市基盤部門＞ 

◇除雪機械を有する民間除雪事業者等と降雪時の除雪委託を締結し、速やかな除雪体制を

整えている。  

 ⇒降雪の状況によっては、除雪作業が遅れ、市民生活に影響を及ぼす可能性があること

から、民間除雪事業者等との連携を強化することや、さらなる市民との協力体制を

構築するなど、体制の強化が必要である。  

【交通対策の強化】                        ＜都市基盤部門＞ 

◇幹線道路については早期に交通が確保されるが、店舗や住宅が密集する中心部では、排

雪が間に合わず、交通が麻痺するケースもある。  

 ⇒空地を活用した排雪場所の確保など、交通機能と市民生活を維持するための取組を進

める必要がある。  

【連絡体制の強化】                        ＜市民環境部門＞ 

◇交通や情報の遮断により、孤立するおそれのある集落がある。  

 ⇒孤立のおそれがある集落を把握し、連絡体制を強化する必要がある。  

 

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等で多

数の死傷者の発生  

 

【多様な情報伝達手段の確保】                   ＜市民環境部門＞ 

◇情報伝達手段として防災行政無線が有効だが、防災行政無線だけでは限界があることか

ら、多様な情報伝達手段の確保を図る。  

 ⇒インターネット、メール、スマートフォンアプリでのお知らせなど、行政・民間事業

者の協力による体制が構築されており、住民の早期避難や災害状況の周知に役立って

いるが、今後も多様な情報伝達手段の確保を図っていく必要がある。  
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【防災リーダー等地域人材の養成】                 ＜市民環境部門＞ 

◇東日本大震災を契機とし、市民による「自助」の力を高めるために、防災リーダーの養

成を進めている。  

 ⇒自主防災組織連絡協議会を活用しスキルアップを図るとともに、必要に応じて研修を

行うなど、地域の防災力向上を図る必要がある。  

【防災教育の推進】                        ＜教育文化部門＞ 

◇各小中学校で避難訓練等を実施し、児童・生徒の防災意識の向上に努めている。  

 ⇒学校・家庭・地域等が連携した防災教育を進める必要がある。  

【避難困難者への対応強化】                      ＜福祉部門＞ 

◇避難行動要支援者名簿に基づき、個別計画を作成して災害時の支援体制を整える必要が

ある。 

 ⇒個別計画により支援体制を整え、災害発生時には、高齢者、障がい者、難病患者や外

国人など避難困難者への対応を図ることが必要となる。  

 

 

目標２ 

 いかなる大規模自然災害が発生しようとも、救助・救急、医療活動等を迅速に行

えるように備える。  

 

2-1 被災地域での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止  

 

【災害時応援協定等の締結】                    ＜市民環境部門＞ 

◇県内市町村間の災害協定や遠隔自治体間との災害協定をはじめ、民間事業者等と物資提

供協定を締結するなど連携強化を進めている。  

 ⇒今後も連携強化に努めるとともに、敵的な訓練の実施などにより、対応力の向上を図

る必要がある。  

【避難所の備蓄強化】                       ＜市民環境部門＞ 

◇非常用物資の備蓄・充実、ローリングストックを進めている。  

 ⇒今後も非常用物資の備蓄を進めるとともに、指定避難所に物資を分配する必要があ

る。 

【物資調達協定等の締結】                     ＜市民環境部門＞ 

◇非常時の物資供給を確保するため、民間事業者と災害時の食料・物資提供に関する協定

を締結している。  

 ⇒事業者との協議を行うなど、より一層連携を深めていく必要がある。  

【幹線道路整備の促進】                      ＜都市基盤部門＞ 

◇市外との物流を担う幹線道路については、計画的な整備と適切な維持管理が行われてい

る。 

 ⇒今後も計画的な整備を進めるとともに、道路構造物、電柱等についても、災害時に物

流を妨げないよう配慮して整備を進める必要がある。  

【避難訓練の実施】                        ＜市民環境部門＞ 
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◇市が行う防災訓練のほか、各自治会や各自主防災組織においても避難訓練等を実施する

など、日頃から災害に備えている。  

 ⇒災害発生時は、市民が自主的に行動することが重要であることから、今後も防災知識

の普及啓発及び防災意識を高めるために、防災訓練等に取り組む必要がある。  

【上水道の適切な管理】                      ＜都市基盤部門＞ 

◇老朽化した送配水管等の耐震化を計画的に進めている。  

 ⇒今後も適切な維持管理を行うとともに、災害時には長期的な断水が無いよう配慮して

改築・更新を進める必要がある。  

 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生  

 

【連絡体制の強化：１－４再掲】                  ＜市民環境部門＞ 

◇交通や情報の遮断により、孤立するおそれのある集落がある。  

 ⇒孤立のおそれがある集落を把握し、連絡体制を強化する必要がある。  

【道路ネットワークの構築】                    ＜都市基盤部門＞ 

◇中心部と周辺部を結ぶ道路については、計画的に整備を進めているが、山間部の路線等

については、急こう配や急カーブなどの危険箇所が多い。 

 ⇒今後も計画的な改良を進めるとともに、アクセス道路の複数化など、孤立集落の発生

を低減する道路ネットワークを整備する必要がある。  

【ヘリ発着所の確保】                       ＜市民環境部門＞ 

◇山間部においては、小中学校の校庭など、ヘリコプターの発着ができる場所が少ない。  

 ⇒道路が寸断された際の、ヘリコプターによる救助に備え、発着場所の確保を進める必

要がある。  

【移住・定住の促進】                       ＜経済産業部門＞ 

◇人口減少等により、地域商工業者の事業継続が難しくなっている。  

 ⇒移住・定住希望者への就業支援、住居支援等により移住・定住促進を図り、地域の商

工業者を維持する必要がある。  

【避難行動要支援者名簿の更新：１－１再掲】              ＜福祉部門＞ 

◇災害時に円滑な避難支援を行うための、避難行動要支援者名簿については作成・配布済

である。  

 ⇒名簿の定期的な更新を行うとともに、制度の周知・啓発に努める必要がある。  

【道路・橋梁等の適切な管理：１－１再掲】             ＜都市基盤部門＞ 

◇道路整備計画、舗装維持管理計画、修繕管理計画、橋梁長寿命化計画等に基づき、必要

な改修を進めている。  

 ⇒幹線道路を中心に、救助や救援活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進

める必要がある。  

 

2-3 自衛隊、警察、消防、医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート

の途絶による医療機能のマヒ  
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【消防・救急体制の強化、地域防災力の強化】            ＜市民環境部門＞ 

◇消防・救急業務は盛岡地区広域消防組合で行っており、日頃から消防団との連携を強化

する取組を進めている。また、消防・救急車両をはじめとした資機材等についても計

画的な更新を行っている。  

 ⇒引き続き消防団との連携強化を進めるとともに、大規模自然災害時における医療機関

を含めた救急・救助の体制整備を進める必要がある。  

◇少子高齢化、人口減少などの要因により、消防団員の確保が困難となっている。  

 ⇒引き続き団員確保に努めるとともに、自主防災組織等、地域住民の協力により、防災

力強化に取り組む必要がある。  

【医療・保健・福祉の連携強化】            ＜健康こども部門・福祉部門＞ 

◇岩手西北医師会をはじめ、関係機関とはすでに協力・連携関係が構築されているが、避

難行動要支援者に加え要介護者や来訪者への対応も必要になる。  

 ⇒連携体制を「災害」という視点から、再度見直すとともに、医療・保健・福祉の関係

機関が平時から情報共有を図り、地域災害医療体制の確立に向けた検討を進める。  

【広域医療体制の構築】                ＜健康こども部門・福祉部門＞ 

◇岩手県や県央保健所と連携を図り、全国からの派遣医療支援チームの迅速な受け入れが

できるよう、体制の整備を図る。  

 ⇒滝沢市内の医療・保健・福祉の担当者による、地域災害医療・福祉支援ネットワーク

会議の体制が必要である。  

【健康診査・指導体制の充実】                  ＜健康こども部門＞ 

◇健康管理システムを活用し、個人の健康診査結果等に基づく健康指導を行っている。  

 ⇒避難所等において、健康管理は特に重要となることから、健康診査受診率の向上を図

り健康情報の把握に努めるとともに、適切な保健指導体制を確保する必要がある。  

【性別に配慮した支援】                      ＜市民環境部門＞ 

◇避難生活による環境変化や役割の偏重などのストレスにより、心身に不調をきたすケー

スがある。  

 ⇒日頃から、性別の違いを認識し、お互いを尊重する意識啓発に取り組むとともに、相

談体制の充実を図る必要がある。  

【交通ネットワークの形成】                    ＜都市基盤部門＞ 

◇鉄道・バス等の交通機関はあるが、点在する集落までの移動手段がタクシー・自家用車

に限られている。  

 ⇒被災後の支援ルートの確保とともに、人員・物資を輸送する交通ネットワークを、市

民をはじめ関係機関と連携しながら整備する必要がある。  

【自主防災組織の育成・強化：１－１再掲】             ＜市民環境部門＞ 

◇自主防災組織の組織率は１００％となっており、全国平均、県平均を上回っている。  

 ⇒今後も自主防災組織の支援に取り組むとともに、防災訓練や装備品の充実・強化の支

援を行う必要がある。  

【道路・橋梁等の適切な管理】                   ＜都市基盤部門＞ 

◇道路整備計画、舗装維持管理計画、修繕管理計画、橋梁長寿命化計画等に基づき、必要

な改修を進めている。  
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 ⇒幹線道路を中心に、救助や救護活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進

める必要がある。  

 

2-4 被災地における感染症等の大規模発生  

 

【保健師等による健康・管理の強化】               ＜健康こども部門＞ 

◇生活環境の変化により、体調を崩す市民や持病の悪化に不安を抱く市民が見られる。  

 ⇒医師と保健師が連携し、避難住民に対する相談・指導により感染症等の発生を抑制す

るとともに、不安感の軽減を図る必要がある。  

【汚水処理施設等の機能連携によるし尿処理の確保】  ＜都市基盤部門・市民環境部門＞ 

◇排泄されるし尿の処理等に支障が無いよう、類似機能間での連携も必要となる。  

 ⇒「公共下水道」及び「公共施設等の合併処理浄化槽」の機能維持、復旧により、被

災・破損区域・施設の排水処理連携を行い、災害用マンホールトイレ等の活用によ

り公衆衛生を確保する。  

⇒し尿処理施設が被災した場合、「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定

書」に基づき、他地域のし尿処理施設に要請し、各家庭から排出されるし尿等を処

理する必要がある。  

 ⇒処理物の運搬等に必要不可欠な「し尿収集業者」との連携により、被災地での衛生環

境の確保を図る必要がある。  

【他自治体等との広域連携等による災害廃棄物処理体制の確保】    ＜市民環境部門＞  

◇大量に発生する災害廃棄物の処理等に支障が生じないよう他自治体等との広域連携等が

必要となる。  

 ⇒災害廃棄物を迅速に処理するため、他自治体等との広域連携及び民間業者等との連携

強化を図り、災害廃棄物の収集・運搬又は処分などの処理体制及び公衆衛生の確保

を図る。  

 ⇒ごみ処理施設が被災した場合、「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定

書」に基づき、他自治体等のごみ処理施設に協力要請し、災害廃棄物を迅速に処理

する必要がある。  

 ⇒災害廃棄物の収集・運搬に必要不可欠な「廃棄物収集・運搬業者」と連携し、被災地

での衛生環境の確保を図る必要がある。  

 

目標３ 

 いかなる大規模自然災害が発生しようとも、必要不可欠な行政機能を維持する  

 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下  

 

【庁舎の耐震化と機能強化】                    ＜政策支援部門＞ 

◇災害時に防災拠点となる、市役所防災庁舎、滝沢総合公園体育館、ビッグルーフ滝沢等

については耐震化済である。  

 ⇒耐震化済の庁舎については。適切な維持管理に努めるとともに、非常用発電設備の整
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備、情報収集・発信手段の多様化など、災害拠点としての機能強化を図る必要があ

る。 

【業務継続計画の策定】                      ＜政策支援部門＞ 

◇重要業務を継続するための業務継続計画は策定済である。  

 ⇒災害時に重要業務を継続するため、業務継続計画を随時見直す必要がある。  

【市民データ・行政データの保全】                 ＜政策支援部門＞ 

◇市民の個人データ及び税関系データ等並びに行政データについては、適切にバックアッ

プを確保している。  

 ⇒自治体クラウドの運用により災害時に市民データ等を復旧する体制は構築されている

が、災害時避難場所等での行政データ等の利用環境の確保等について強化していく

必要がある。  

【道路・橋梁等の適切な管理：１－１再掲】             ＜都市基盤部門＞ 

◇道路整備計画、舗装維持管理計画、修繕管理計画、橋梁長寿命化計画等に基づき、必要

な改修を進めている。  

 ⇒幹線道路を中心に、救助や救護活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進

める必要がある。  

 

 

目標４ 

 いかなる大規模自然災害が発生しようとも、必要最低限のライフライン等を確保

するとともに早期復旧を図る  

 

4-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止、上下水道等の長時間にわた

る供給停止  

 

【情報の収集・伝達手段の確保・充実】               ＜市民環境部門＞ 

◇情報提供手段の確保については、計画的な取組を進めているが、収集手段についての検

討・構築が遅れている。  

 ⇒引き続き情報提供体制の充実を図るとともに、防災拠点の被災を想定した伝達体制の

整備を進める必要がある。また、被災情報の収集体制の整備や集約できる体制の整

備を進める必要がある。  

【民間企業等における事業継続計画の普及】             ＜経済産業部門＞ 

◇企業活動を継続するための事業継続計画の策定が進められている。  

 ⇒制度の趣旨等の普及・啓発により、企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）策定を促す必要

がある。  

【再生可能エネルギーの導入促進】                 ＜市民環境部門＞ 

◇地域内で生産・消費できるエネルギー設備が少ない。  

 ⇒再生可能エネルギーは、災害時に自立的なエネルギーとなることが期待されるため、

施設や地域特性に応じた普及・導入を進める必要がある。  

【労働力の確保と人材育成】                    ＜経済産業部門＞ 



46 

 

◇求職者と求人企業のアンマッチングにより、企業の労働力確保が困難になっている。  

 ⇒企業と求職者のマッチング機能を高めるとともに、女性や高齢者、障がい者が活躍で

きる既存の就業形態にとらわれない雇用を推進する必要がある。  

【社会福祉施設の災害対策強化：１－１再掲】      ＜健康こども部門・福祉部門＞ 

◇児童、障害者、高齢者が利用する施設では、災害発生時に有効な非常用自家発電設備が

整備されていないところもある。  

 ⇒引き続き、災害発生時に有効な設備や機器の整備・導入の支援を行う必要がある。  

【上水道の適切な管理：２－１再掲】                ＜都市基盤部門＞ 

◇老朽化して耐震性の送配水管等の耐震化を計画的に進めている。  

 ⇒今後も適切な維持管理を行うとともに、災害時には長期的な断水が無いよう配慮して

改築・更新を進める必要がある。  

【下水道における汚水処理の確保】                 ＜都市基盤部門＞ 

◇下水道事業経営戦略や下水道ストックマネジメント計画等に基づき、必要な改築・更新

を進めている。  

 ⇒今後も適切な維持管理を行い、計画的な改築・更新を進めるとともに、岩手県及び岩

手県北上川上流流域下水道事務所との連携を図る。  

 

4-2 地域交通ネットワークの停止  

 

【公共交通体制の強化】                      ＜市民環境部門＞ 

◇災害時の輸送について、行政だけでは限界があることから、民間事業者等と連携する必

要がある。  

 ⇒路線バス事業者、タクシー業者、貸切バス事業者等と応援協定を締結するなど体制整

備が必要である。  

【交通ネットワークの形成：２－３再掲】              ＜都市基盤部門＞ 

◇鉄道・バス等の交通機関はあるが、点在する集落までの移動手段がタクシー・自家用車

に限られている。  

 ⇒被災後の支援ルートの確保とともに、人員・物資を輸送する交通ネットワークを、市

民をはじめ関係機関と連携しながら整備する必要がある。  

【地域コミュニティの再構築】                   ＜市民環境部門＞ 

◇人口減少や少子・高齢化により地域の復旧・復興に携わる人材確保が難しい。  

 ⇒共通の生活地域（小学校区）で地域づくりを支え合う、連合的な地縁組織等の導入を

進める必要がある。また、各地域の課題等について、情報共有を図るなど、人材不

足を相互に補う補完機能の強化が必要である。  

【道路・橋梁等の適切な管理：１－１再掲】             ＜都市基盤部門＞ 

◇道路整備計画、舗装維持管理計画、修繕管理計画、橋梁長寿命化計画等に基づき、必要

な改修を進めている。  

 ⇒幹線道路を中心に、救助や救護活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進

める必要がある。  
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目標５ 

 いかなる大規模自然災害が発生しようとも、制御不能な二次災害を発生させない  

 

5-1 市街地での大規模火災の発生  

 

【消防・救急体制の強化、地域防災力の強化：２－３再掲】      ＜市民環境部門＞ 

◇消防・救急業務は盛岡地区広域消防組合で行っており、日頃から消防団との連携を強化

する取組を進めている。また、消防・救急車両をはじめとした資機材等についても計

画的な更新を行っている。  

 ⇒引き続き消防団との連携強化を進めるとともに、大規模自然災害時における医療機関

を含めた救急・救助の体制整備を進める必要がある。  

◇少子高齢化、人口減少などの要因により、消防団員の確保が困難となっている。  

 ⇒引き続き団員確保に努めるとともに、自主防災組織等、地域住民の協力により、防災

力強化に取り組む必要がある。  

【空き家対策の推進：１－１再掲】                 ＜都市基盤部門＞ 

◇適切に管理されていない空家等が把握された。  

 ⇒危険な空き家の解体を促すとともに、危険な空き家の発生を未然に防ぐため、効果的

な空き家対策の検討を早急に進める必要がある。  

【自主防災組織の育成・強化：１－１再掲】             ＜市民環境部門＞ 

◇自主防災組織の組織率は１００％となっており、全国平均、県平均を上回っている。  

 ⇒今後も自主防災組織の支援に取り組むとともに、防災訓練や装備品の充実・強化の支

援を行う必要がある。  

 

5-2 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺  

 

【空き家対策の推進：１－１再掲】                 ＜都市基盤部門＞ 

◇適切に管理されていない空家等が把握された。  

 ⇒危険な空き家の解体を促すとともに、危険な空き家の発生を未然に防ぐため、効果的

な空き家対策の検討を早急に進める必要がある。  

【都市機能強化】                         ＜都市基盤部門＞ 

◇中心市街地の県道や住宅密集地の市道は、災害発生時において混雑を招き、避難等に支

障をきたす。  

 ⇒狭隘道路の解消や適正宅地の確保、住宅密集地の解消などを進める。  

【道路・橋梁等の適切な管理：１－１再掲】            ＜都市基盤部門＞ 

◇道路整備計画、舗装維持管理計画、修繕管理計画、橋梁長寿命化計画等に基づき、必要

な改修を進めている。  

 ⇒幹線道路を中心に、救助や救護活動等が迅速に行えるよう、今後も計画的な改修を進

める必要がある。  
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5-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大  

 

【後継者等の育成】                        ＜経済産業部門＞ 

◇農林畜産業等においては、従事者の高齢化、後継者不足等により、事業継承が難しくな

っている。  

 ⇒国の支援制度等により、後継者の確保・育成を進めるとともに、農業委員会等と連携

を図りながら担い手への集約化など災害発生後も農林業が継続する体制を確立させ

る必要がある。  

【農地整備の促進：１－２再掲】                  ＜経済産業部門＞ 

◇耕作放棄地等の増加に伴い、農地の持つ洪水調節機能が低下している。  

 ⇒耕作放棄地等の荒廃農地の増加を防ぎ、農業経営の安定化を図るため、農地整備を促

進する必要がある。  

【治山事業の促進：１－３再掲】                  ＜経済産業部門＞ 

◇森林の荒廃により治水機能が低下し、豪雨による土砂流出等の被害が発生している。  

 ⇒災害防止機能を持つ森林を適切に保全するため、造林や間伐を進めるとともに、危険

個所については、予防治山、地すべり防止などの事業を促進する必要がある。  

【地域の高付加価値化】                      ＜経済産業部門＞ 

◇企業連携や６次産業化の取組は、一部の個別経営体に限られている。  

 ⇒観光や文化の面からも農村資源を活用し、地域全体の付加価値の向上を図ることが必

要である。  

 

目標６ 

 いかなる大規模自然災害が発生しようとも、地域社会・経済を迅速に再建・回復

する 

 

6-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態  

 

【災害廃棄物処理方針の実効性の確保】               ＜市民環境部門＞ 

◇災害廃棄物処理方針に基づき、災害時における災害廃棄物処理体制の実効性を確保する。 

⇒滝沢市災害廃棄物処理方針が災害時に確実に機能するよう、関係機関との連携を図り、

処理体制の確保・強化に努める必要がある。  

 

6-2 復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態  

 

【ボランティア受入態勢の整備】                    ＜福祉部門＞ 

◇災害初期から再建までは、多くの人の協力が必要となるが、被災者の需要を調整する体

制が脆弱である。  

 ⇒社会福祉協議会等との連携を強化し、復旧・復興に係る被災者の需要を調整しなが

ら、早期の再建を進める必要がある。  

【子育て支援の充実】                      ＜健康こども部門＞ 
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◇災害初期から再建までの期間においては、保護者が身近に相談できる場所や、子どもた

ちの遊びの場の提供等子育ての環境整備が求められる。  

 ⇒被災者としての子育てという視点に立ったきめ細かいサービス提供のため、保育所や

子育て支援センターをはじめとした保育事業施設の活用、小学校との連携、保育士

等の資格を有したボランティアの活用等により保護者が気軽に相談でき、子どもた

ちが元気に遊ぶことができる環境を提供する必要がある。  

【芸術文化の振興とスポーツの推進】                ＜教育文化部門＞ 

◇災害からの再建期間においては、被災者の心をケアすることが重要である。  

 ⇒心の豊かさをもたらし、人との交流機会となる、芸術・文化・スポーツの振興を進め

る必要がある。  

【豊かな心を育む教育の充実】                   ＜教育文化部門＞ 

◇郷土に対する愛着や誇り、地域に貢献する人材の育成が求められている。  

⇒本市の自然、歴史、先人を学び、郷土に対する誇りと愛着を育むとともに、地域に

貢献する人材の育成を図る必要がある。  

【労働力の確保と人材育成：４－１再掲】              ＜経済産業部門＞ 

◇求職者と求人企業のアンマッチングにより、企業の労働力確保が困難になっている。  

 ⇒企業と求職者のマッチング機能を高めるとともに、女性や高齢者、障がい者が活躍で

きる既存の就業形態にとらわれない雇用を推進する必要がある。  

【後継者等の育成：５－３再掲】                  ＜経済産業部門＞ 

◇農林畜産業等においては、従事者の高齢化、後継者不足等により、事業継承が難しくな

っている。  

 ⇒国の支援制度等により、後継者の確保・育成を進めるとともに、農業委員会等と連携

を図りながら担い手への集約化など災害発生後も農林業が継続する体制を確立させ

る必要がある。  

【民間企業等における事業継続計画の普及：４－１再掲】       ＜経済産業部門＞ 

◇企業活動を継続するための事業継続計画の策定が進められている。  

 ⇒制度の趣旨等の普及・啓発により、企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）策定を促す必要

がある。  

 

6-3 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態  

 

【多様な情報伝達手段の確保：１－５再掲】             ＜市民環境部門＞ 

◇情報伝達手段として防災行政無線が有効だが、防災行政無線だけでは限界があることか

ら、多様な情報伝達手段の確保を図る。  

 ⇒インターネット、メール、スマートフォンアプリでのお知らせなど、行政・民間事業

者の協力による体制が構築されており、市民の早期避難や災害状況の周知に役立って

いるが、今後も多様な情報伝達手段の確保を図っていく必要がある。  

【道路ネットワークの構築：２－２再掲】              ＜都市基盤部門＞ 

◇中心部と周辺部を結ぶ道路については、計画的に整備を進めているが、山間部の路線等

については、急こう配や急カーブなどの危険箇所が多い。 
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 ⇒今後も計画的な改良を進めるとともに、アクセス道路の複数化など、孤立集落の発生

を低減する道路ネットワークを整備する必要がある。  

【地域コミュニティの再構築：４－２再掲】             ＜市民環境部門＞ 

◇人口減少や少子・高齢化により地域の復旧・復興に携わる人材確保が難しい。  

 ⇒共通の生活地域（小学校区）で地域づくりを支え合う、連合的な地縁組織等の導入を

進める必要がある。また、各地域の課題等について、情報共有を図るなど、人材不

足を相互に補う補完機能の強化が必要である。  

【防災リーダー等地域人材の養成：１－５再掲】           ＜市民環境部門＞ 

◇東日本大震災を契機とし、市民による「自助」の力を高めるために、防災リーダーの養

成を進めている。  

 ⇒自主防災組織連絡協議会を活用しスキルアップを図るとともに、必要に応じて研修を

行うなど、地域の防災力向上を図る必要がある。  

【地籍調査の実施】                        ＜都市基盤部門＞ 

◇土地境界を明確にする地籍調査を進める必要がある。  

 ⇒事前防災対策の推進や被災後の復旧・復興を円滑に実施するためには、土地境界を明

確にする地籍調査の更なる推進を図る必要がある。  
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